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は じ め に 

 

 本県の県政運営の基本理念は、「富国有徳の『美しい“ふじのく

に”』づくり」です。“ふじのくに”づくりの礎は“人”であり、

霊峰・富士の姿のように、気品をたたえ、調和した人格を持つ「士」

すなわち「有徳の人」の育成が“ふじのくに”の教育理念です。 

現在、人口減少が進む中、新型コロナウイルス感染症の影響や教育のＩＣＴ化の進展など、

子ども・若者を取り巻く環境は大きく変化しております。また、不登校やひきこもりの増加、

長期化に加え、ヤングケアラーやネット依存等、新たな課題も生まれるとともに、生産年齢

人口や子ども・若者人口の減少により、地域活動の担い手の養成も必要となっています。 

こうした時代の変化や課題に対応するため、新たに「ふじのくに若い翼プラン－第４期静

岡県子ども・若者計画－」を策定しました。子どもたちの健やかな成長は、県民の願いであ

り、基本理念として「すべての子ども・若者が「有徳の人」として能力を発揮できる社会の

実現」を掲げ、自己の成長や豊かさ、幸せを実感できる社会の実現を目指してまいります。 

時代の大きな転換点を迎えている今だからこそ、“ふじのくに”の子ども・若者が「生き抜

く力」を身に付け、夢に向かって自らの翼で羽ばたいていけるよう、県や市町のみならず、

地域団体が連携・協力し合い、一体となって取り組む、地域ぐるみ・社会総がかりの教育が

重要です。 

すべての子ども・若者が、かけがえのない存在として誇りと自覚を持ち、「有徳の人」に成

長していくために、引き続き、県民の皆様の御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和４年３月  
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第１章 計画の基本的な考え方 
  

１ 計画策定にあたって  
（１）計画策定の趣旨 

本県では、静岡県の新ビジョン（総合計画）や静岡県教育振興基本計画等を踏まえながら、2018

（平成30）年３月に「夢へはばたけ！ふじのくに若い翼プランー第３期静岡県子ども・若者計画ー」

を策定し、子ども･若者の健やかな成長と自立を積極的に支援していくための施策を展開してきました。 

第３期計画は2021（令和３）年度までであることから、子ども・若者育成支援推進法第９条に基づ

き、2021年４月に策定された、国の「子供・若者育成支援推進大綱」を勘案し、静岡県の新ビジョン

後期アクションプランや静岡県教育振興基本計画等を踏まえながら、本計画を策定しました。 

また、本計画は、外部有識者からなる静岡県青少年問題協議会において協議いただいたほか、県民

意見提出手続き（パブリックコメント）を実施するとともに、静岡県青少年育成会議正会員の皆様を

はじめとする、子ども・若者育成支援に携わる機関・団体の皆様からの広範な意見を取り入れながら、

青少年行政に関する総合的かつ基本的な施策を樹立し、青少年対策の効果的な実施を促進するために

設置されている静岡県青少年対策本部で策定しました。 

 

（２）計画期間   

2022（令和４)～2025（令和７)年度の４年間 

 

（３）計画の位置付け 

ア 「子ども・若者育成支援推進法」第９条の「都道府県子ども・若者計画」であり、国の「子供・

若者育成支援推進大綱」を勘案したもの 

イ 静岡県の新ビジョン（総合計画）後期アクションプランや静岡県教育振興基本計画のもと、子

ども･若者の健やかな成長と自立に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するための分野別計画 

＜「子ども・若者育成支援推進法」第９条＞ 

都道府県は、子ども・若者育成支援推進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内における子ども・若者育成

支援についての計画（都道府県子ども・若者計画）を作成するよう努めるものとする。 
 

（４）計画の対象 

本計画の子ども･若者の範囲は、０歳からおおむね30歳未満の方としますが、施策によってはポス

ト青年期の40歳未満の方も対象とします。 

 

 

 

 

 

 

なお、本計画では、「子ども・若者」という用語を使用しますが、この計画の対象となる方の呼称・

年齢区分は法令等により様々であることから、施策によっては、「子供」、「児童」、「生徒」、「少年」、

「青少年」等の用語を併用します。 

 

 

 

 

 若 者  

      子ども（子供）   

年代区分 
乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

0～6 歳 6～12 歳 12～18 歳 18～30 歳 30～40 歳 

 青 少 年  
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＜「子供・若者育成支援推進大綱」による青少年、子供、若者の定義＞ 

青少年・・・乳幼児期から青年期までの者 

子 供・・・乳幼児期、学童期及び思春期の者 

若 者・・・思春期、青年期の者。施策によっては、40 歳未満までのポスト青年期の者も対象とする 
乳幼児期・・・義務教育年齢に達するまで 

学 童 期・・・小学生 

思 春 期・・・中学生からおおむね18 歳まで 

青 年 期・・・おおむね18 歳からおおむね30 歳未満まで 

ポスト青年期・・・青年期を過ぎ、大学等において社会の各分野を支え、発展させていく資質・能力を 

養う努力を続けている者や円滑な社会生活を営む上で困難を有する、40 歳未満の者 

○○ 

 

２ 計画の理念と方針  

（１）基本理念 

すべての子ども・若者が「有徳の人」として能力を発揮できる社会の実現 
本県は、静岡県の新ビジョンにおいて「富国有徳の「美しい“ふじのくに”づくり」～東京時代か

ら静岡時代へ～」を基本理念に掲げ、誰もが努力をすれば人生の夢を実現し、幸せを実感できるＳＤ

Ｇｓのモデル県の実現を目指しています。また、これを受け「静岡県教育振興基本計画」では、社会

全体で「有徳の人」の育成に取り組むため、本県の未来を担う人材育成を進めています。 

そこで、本計画は、社会や人のために貢献する「才徳兼備」の人を育成し、すべての子ども・若者

が自己の成長や豊かさ、幸せを実感できる社会の実現を目指します。 

＜「有徳の人」とは＞ 

○知性・感性・身体能力など、自らの個性に応じて「才」を磨き、自立を目指す人 

○多様な生き方と価値観を認め、自他を大切にしながら「徳」を積む人 

○「才」を生かし「徳」を積み、社会や人のために貢献する「才徳兼備」の人 

 

（２）基本方針 

本計画では、国の「子供・若者育成支援推進大綱」を勘案し、５つの基本方針のもと、施策を展開

します。 

１ 
すべての子ども・若者の健やかな成長に向けた支援 
 すべての子ども・若者の幸せ（Well-being）の実現を目指し、時代の変化にしなやかに対応しながら、健やかに

自立して生き抜くことができる資質能力の育成を目指します。 

２ 
困難を有する子ども・若者やその家族の支援 
 誰一人取り残さず、すべての子ども・若者が社会で活躍することができるよう、困難を有する子ども・若者と

その家族に対する支援を行うことを目指します。 

３ 
夢の実現を目指す子ども・若者の支援 
 学術・文化・スポーツなど様々な子ども・若者の資質能力の育成を目指します。 

４ 
子ども・若者の健やかな成長を支える担い手の養成・支援 
 子ども・若者の育成に携わる地域の大人、専門的人材など、育成を支える担い手の養成や、それぞれの連携・

協働による継続的な活動を支援します。 

５ 
子ども・若者の健やかな成長に向けた社会環境の整備 
 子ども・若者が安全安心に成長できるよう、取り巻く環境の整備と地域づくりを進めます。 

 

（３）施策の展開の特徴 

現在、人口減少が進む中、新型コロナウイルス感染症の影響やＧＩＧＡスクール構想等教育のＩＣ

Ｔ化の進展など、子ども・若者を取り巻く環境は大きく変化しており、社会の変化に適切に対応でき

る能力を育成することが求められています。 

また、不登校やひきこもりの増加、長期化に加え、ヤングケアラーやネット依存等、新たな課題も

生まれるとともに、生産年齢人口や子ども・若者人口の減少により、地域活動の担い手の養成も必要
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となっています。 

こうした時代の変化や課題に対応するため、基本理念「すべての子ども・若者が「有徳の人」とし

て能力を発揮できる社会の実現」のもと、基本方針に、「困難を有する子ども・若者やその家族の支援」

を位置付けるとともに、子ども・若者の健やかな成長を支える「担い手の養成・支援」や「社会環境

の整備」を設定します。併せて、主な取組に対象となる年代を記載し、ターゲットを明確にして、き

め細かく充実した施策を展開していきます。 

 

計画の体系（計画期間：2022(令和４)～2025(令和７)年度） 

基本 

理念 
基本方針 施策の展開 

計画の 

推進 

す
べ
て
の
子
ど
も
・
若
者
が
⒓
有
徳
の
人
⒔
と
し
て
能
力
を
発
揮
で
き
る
社
会
の
実
現 

基本方針１ 

 

すべての 

子ども・若者の

健やかな成長に

向けた支援 

1.1 自己形成のための支援 

1.1.1 日常生活能力の向上 

1.1.2 学力の向上と大学教育等の充実 

1.2 健康と安全・安心の確保 

1.2.1 相談体制の充実といじめ、非行の防止 

1.2.2 健康教育の推進と健康の確保・増進等 

1.2.3 被害防止等のための教育・啓発 

1.3 若者の職業的自立と就労支援、社会参画への支援 

1.3.1 職業能力の習得と就労支援の充実 

1.3.2 社会形成への参画支援 

(1) 

全庁体 

制によ 

る取組 

の推進 

 

 

(2) 

社会総 

がかり 

による 

取組の 

推進 

 

 

(3) 

地域の 

実情に 

応じた 

子ども 

・若者育

成支援 

体制の 

整備 

 

 

(4) 

数値目 

標（指 

標）の設 

定と進 

捗管理 

基本方針２ 

 

困難を有する 

子ども・若者や 

その家族の支援 

2.1 重層的な支援ネットワークの構築とアウトリーチの充実 

2.1.1 重層的な支援ネットワークの構築 

2.1.2 アウトリーチの充実 

2.2 困難な状況ごとの支援 

2.2.1 ニート、ひきこもり、不登校などの子ども・若者の支援と 

子どもの貧困問題への対応 

2.2.2 障害等のある子ども・若者の支援 

2.2.3 立ち直り支援と犯罪被害者支援、被害防止と保護 

2.2.4 特に配慮が必要な子ども・若者の支援 

基本方針３ 

 

夢の実現を 

目指す子ども・ 

若者の支援 

3.1 グローバル社会で活躍する人材の育成 

3.1.1 地域についての学びの充実 

3.1.2 国際交流と海外留学の促進 

3.1.3 ＥＳＤの推進 

3.1.4 専門性を高める教育の充実 

3.2 スポーツと文化芸術活動の振興 

3.2.1 競技者と芸術家の育成 

3.2.2 障害者のスポーツと文化芸術活動の振興 

基本方針４ 

 

子ども・若者の 

健やかな成長を

支える担い手の 

養成・支援 

4.1 多様な担い手の養成・支援 

4.1.1 指導者や協力者等の養成 

4.1.2 学生ボランティア、青年ボランティアによる相談・支援 

4.2 教員の資質能力の向上 

4.2.1 授業力の向上 

4.2.2 生徒指導力の向上 

基本方針５ 

 

子ども・若者の 

健やかな 

成長に向けた 

社会環境の整備 

5.1 地域、学校、家庭の連携と子育て支援の充実 

5.1.1 家庭教育支援 

5.1.2 地域づくりの推進と地域全体で子どもを育む環境の整備 

5.1.3 子育て支援の充実 

5.2 良好な社会環境の整備 

5.2.1 社会環境の整備 

5.2.2 ネット依存や依存症等への対応 
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１ 静岡県の人口

静岡県の人口は、平成19年の3,796,029人をピークに減少傾向にあり、令和３年10月１日現在の

静岡県の推計人口は3,606,480人で、前年に比べ、26,722人減少しました。生産年齢人口（15～64

歳）は2,048,982人で、全体の56.8％を占めています。また、子ども・若者（0～29歳）の人口は

895,134人で、全体の24.8％を占めていますが、いずれも減少傾向にあります。

（国勢調査、県統計調査課資料）

67.5 
71.0 

68.6 

67.2 
65.2 

62.1 
58.8 

58.2 57.8 57.5 57.3 57.0 56.8 

41.7 
39.3 

36.8 
33.9 

30.4 
27.9 

26.3 26.0 25.8 25.6 25.5 25.1 24.8 

3,450

3,500

3,550

3,600

3,650

3,700

3,750

3,800

3,850

昭
和
60
年

平
成
2年

平
成
7年

平
成
12
年

平
成
17
年

平
成
22
年

平
成
27
年

平
成
28
年

平
成
29
年

平
成
30
年

令
和
元
年

令
和
2年

令
和
3年

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

40.0 

50.0 

60.0 

70.0 

80.0 

静岡県の人口と生産年齢人口、子ども・若者の人口比率（千人） （％）

第２章 子ども・若者の状況

15～64 歳人口比率（生産年齢人口比率）

0～29 歳人口比率（子ども・若者の人口比率）

静 岡 県 総 人 口

3,575 3,671 3,738 3,767 3,792 3,765 3,700 3,687 3,673 3,656 3,639 3,633 3,606
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２ 自然体験活動・ボランティア活動や社会貢献活動

（１）では、令和２年度と平成29年度を比較すると、全体の割合は約２割低下しました。

（２）では、平成30年度をピークに減少し、25％程度となっています。

（１）「自然体験学習」等を実施した学校の割合

（静岡県教育委員会「学校対象調査」）

（２）土・日曜日や夏休み、冬休み等に「ボランティア活動」又は「社会貢献（奉仕）活動」を

した児童生徒の割合

（静岡県教育委員会「学校対象調査」）
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３ いじめ問題の状況

（１）（２）は、小中学校では平成30年度、高等学校と特別支援学校では平成29年度をピークに

減少傾向にあります。また、いじめ解消率は全体として低下しています。

（３）では、約８割の児童生徒が、「かなり当てはまる」「まあ当てはまる」と回答しています。

（１）いじめの認知件数と解消率（小学校・中学校）

（文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）

（２）いじめの認知件数と解消率（高等学校・特別支援学校）

（文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）
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（３）学校に困ったことや悩みごと等を相談できる人がいる児童生徒の割合

※「かなり当てはまる」「まあ当てはまる」と回答した割合

（静岡県教育委員会「学校対象調査」）

４ 少年非行の概況

刑法犯・特別法犯で検挙・補導された少年の人数は、全体として減少傾向にあり、令和２年は

749人で、前年に比べ114人（13.2％）減少しました。

（静岡県警察本部少年課資料）
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５ 情報モラル教育、教員のＩＣＴ機器の活用

（１）の割合は低下傾向でしたが、令和２年度は上昇し、全体として80％を超えました。

（２）の割合は上昇を続けています。

（１）情報モラルに関する教育活動を実施した学校の割合

（静岡県教育委員会「学校対象調査」）

（２）授業でＩＣＴ機器を活用した教員の割合80％以上の学校

（静岡県教育委員会「学校対象調査」）
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６ 不登校、中途退学者（公立高等学校）の状況

（１）は、高等学校全日制を除いて、各校種で増加しています。（２）は、件数、比率とも減少

傾向にあります。

（１）不登校の数と比率

（文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）

（２）公立高等学校中途退学者の数と比率

（文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）
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７ ひきこもり、若年無業者（ニート）の状況

＜ひきこもり＞

全国のひきこもりの数は、2016（平成27）年に54.1万人と推計されました。2009（平成21）年

調査に比べ、数は減少しているものの、７年以上のひきこもりの比率は16.9％から34.7％と大きく

上昇し、ひきこもりの長期化が懸念されています。国は2018（平成30）年に40～64歳を対象に調

査を実施し、ひきこもりの長期化（７年以上が46.7％）の実態を明らかにしました。

なお、2018（平成30）年調査では、40～64歳のひきこもりの全国の推計数を61.3万人としてお

り、そこから本県では約3.2万人と推計されます。

また、県の令和元年の15～64歳を対象とした調査で民生委員が現在、ひきこもり状態で状況を

把握している2,082人のうち、50.1％が10年以上のひきこもりであるとされています。

＜若年無業者（全国集計）＞

全国の15歳～39歳の若年無業者数は令和２年で87万人、15～39歳人口に占める割合は2.7%と微

増しています。

（令和３年度版 子供若者白書）

（令和３年度版 子供若者白書）

ひきこもりの状況

全国（内閣府推計）
７年以上の

ひきこもりの比率

平成２１年（15～39歳） ６９．６万人 １６．９％

平成２７年（15～39歳） ５４．１万人 ３４．７％

平成３０年（40～64歳） ６１．３万人 ４６．７％

静岡県推計値 約３．２万人（６１．３万人からの推計）

静岡県（健康福祉部）調査
10年以上の

ひきこもりの比率
※民生委員が現在ひきこもり

状態にある人の状況を把握

している方の人数令和元年（15～64歳） ２，０８２人 ５０．１％

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

男性

男女計

女性
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＜就業希望の若年無業者が求職活動をしない理由（全国集計 平成29年度）＞

「病気・けが」や「勉強」を除くと、「知識・能力に自信がない」、「探したが見つからなかっ

た」、「希望する仕事がありそうにない」の回答が多くなっています。

（令和３年度版 子供若者白書）

８ 貧困と生活保護の状況

（１）は、相対的貧困率、子どもの貧困率ともに、近年低下していますが、「大人１人」の子ど

もがいる現役世帯では、高い比率となっています。（２）は、静岡県は全国に比べ、比率は低い状

態ですが、近年、全国が低下傾向であるのに対し、静岡県は横ばいとなっています。

（１）貧困率の年次推移（全国集計）

※子どもは17歳以下

※子どもがいる現役世帯 … 世帯主が18歳以上65歳未満で子どもがいる世帯

（厚生労働省「国民生活基礎調査」）

（２）静岡県と全国の年度保護率の推移（生活保護の被保護人員の比率） （％）

※ 年度保護率 ＝ 1か月平均被保護人員／各年10月1日現在人口×100

（静岡県健康福祉部地域福祉課資料、厚生労働省ホームページ）
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９ 自殺の状況

（１）自殺者数の推移

前年に比べた令和２年の全年代の自殺者数は、男性で減少したものの、女性で増加し、男女全

体の数は増加しました。また、10歳代の自殺者数は減少したものの、20歳代、30歳代は男女と

も増加しました。

（人口動態統計、静岡県精神保健福祉センター資料）

（２）全年代と10歳代から30歳代までの死因の上位

全期間を通じて、10歳代から30歳代までの死因のトップは「自殺」となっています。

※上記期間を通じて、自殺は全年代での死因の10位

（人口動態統計、静岡県精神保健福祉センター資料）
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437人

（30歳代までの内数　102人）

１０歳代 ２０歳代 ３０歳代 全年代

令和２年

１位 自殺 自殺 自殺 悪性新生物＜腫瘍＞

２位 悪性新生物＜腫瘍＞ 不慮の事故 悪性新生物＜腫瘍＞ 心疾患（高血圧性を除く）

３位 不慮の事故 悪性新生物＜腫瘍＞ 不慮の事故 老衰

令和元年

１位 自殺 自殺 自殺 悪性新生物＜腫瘍＞

２位 不慮の事故 心疾患（高血圧性を

除く）・不慮の事故

悪性新生物＜腫瘍＞ 心疾患（高血圧性を除く）

３位 悪性新生物＜腫瘍＞ 不慮の事故 老衰

平成30年

１位 自殺 自殺 自殺 悪性新生物＜腫瘍＞

２位 不慮の事故 不慮の事故 悪性新生物＜腫瘍＞ 心疾患（高血圧性を除く）

３位 悪性新生物＜腫瘍＞ 悪性新生物＜腫瘍＞ 不慮の事故 老衰

平成29年

１位 自殺 自殺 自殺 悪性新生物＜腫瘍＞

２位 不慮の事故 不慮の事故 悪性新生物＜腫瘍＞ 心疾患（高血圧性を除く）

３位 悪性新生物＜腫瘍＞ 悪性新生物＜腫瘍＞ 不慮の事故 老衰

151 人

（39 人）

417 人

（116 人）

169 人

（42人）

180 人

（44 人）
136 人

（32人）

403 人

（127人）

428 人

（116 人）
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すべての子ども・若者の幸せ（Well-being）の実現を目指し、時代の変化にしなやかに対応しながら、

健やかに自立して生き抜くことができる資質能力の育成を目指します。

第３章 施 策 の 展 開

基本方針１ すべての子ども・若者の健やかな成長に向けた支援

1.1 自己形成のための支援

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

困っている人を見かけた際に声をかけたことがある

県民の割合

（2021年度）

33.0％
40％

人権啓発講座等参加人数
（2020年度）

18,940人

毎年度

30,000人

人権教育に関する校内研修を実施した

学校の割合

（2020年度）

小99.4％ 中95.9％

高94.1％ 特100％

毎年度

100％

「自分にはよいところがあると思う」

児童生徒の割合

（2019年度）

小 83.7％ 中 77.6％
小 80.0％ 中 78.5％

１年間に文化・芸術の鑑賞・活動を行った人の

割合

(2021年度)

41.6％
75％

県内施設・大会等でスポーツをする人・

観る人の人数

(2019年度)

14,344,670人
16,500,000人

富士山の世界文化遺産としての顕著な

普遍的価値を理解している人の割合

(2020年度）

25％
50％

成人の週１回以上のスポーツ実施率
(2020年度）

57.7％
70％

新体力テストで全国平均を上回った種目の

割合

(2020年度）

小52.1％ 中63.0％

高92.6％

小100％ 中100％

高100％

県民の公立図書館利用登録率
(2020年度）

49.3％
52％

静岡県生涯学習情報発信システム

「まなぼっと」ユーザー数

(2020年度）

16,355人

毎年度

20,000人

授業にＩＣＴを活用して習熟度別学習や協働

学習など専門的な指導ができる教員の割合

（2020年度）

65.7％
100％

ふじのくに地域・大学コンソーシアム 1 等に

よる地域課題解決提案数

（2017～2020年度）

累計 101件

（2022年～2025年度）

累計 100件
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1.1.1.1 人権擁護や規範意識、自他を尊重する意識と態度の育成

人権啓発、人権教育、人権侵害に対応する取組の充実を図り、「心のバリアフリー」の実現を目指

します。【県民生活課、男女共同参画課、私学振興課、地域福祉課、障害者政策課、障害福祉課、教

育政策課、義務教育課、高校教育課】

○高齢化や障害のある人の社会参加等に適応し、多様性を尊重した共生社会を実現するため、広報や

講座実施等を通じて、ユニバーサルデザインの理念の普及と、県民一人ひとりが相手の立場に立っ

て思いやりある行動ができる「心のＵＤ（ユニバーサルデザイン）」の促進を図っていきます。

○男女間の暴力及びセクシュアル・ハラスメント等は人権侵害であるとの認識を広く浸透させるため、

パープルライトアップ等を実施するとともに、性暴力及びパートナー間における暴力に関する講座

を実施します。

○性の多様性に関する理解を促進するための研修や啓発を推進するとともに、性別欄の取扱いをはじ

めとする行政サービスの見直し等を行っていきます。

○「人権教育の手引き」の配布や人権教育用教材の活用、（公社）静岡県私学協会による人権教育研修

会の実施など、人権教育の推進を促します。

○県民の人権尊重の意識の高揚を図るため、複雑・多様化する人権課題に対し社会の状況を的確に捉

えて、継続的に人権啓発活動を行います。

○障害のある人や障害に対する正しい理解を広めるため、障害者差別解消推進県民会議の開催や、好

事例に対する表彰、若年層に対する理解促進等に取り組みます。

○各学校における人権教育を推進するため、人権教育担当者研修会の実施や「人権教育の手引き」の

作成等に取り組み、人権教育のさらなる充実を図り、自他を尊重する意識や態度を育成します。

○カリキュラム・マネジメントや小中連携等の視点からの道徳教育を推進します。「人間関係プログラ

ム」の活用を呼びかけ、各学校において互いを尊重する気持ちや対人関係スキルを育むようにして

いきます。

○高校生版「人間関係づくりプログラム｣冊子、ワークシートを作成・配布し、適切な人間関係を築く

手法等の獲得を図ります。

1.1.1 日常生活能力の向上

主な取組と対象年代（■核となる対象年代 □影響のある年代）

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

「ユニバーサルデザイン出前講座」や「心のＵＤ実践講座」の実施 □ □ □ □

男女共同参画に関する意識啓発の推進 □ □ □ ■ ■

性の多様性の理解促進を目的とした講座等の実施 ■ ■ ■ ■ ■

人権教育の手引き（人権教育指導資料）の作成・活用 ■ ■ ■ ■ ■

出前人権講座、講演会・研修会等の開催 □ ■ ■ ■ ■

テレビ・ラジオＣＭの放映、ＳＮＳによる情報発信、駅や店舗へのポスターの掲示等 □ ■ ■ ■ ■

「声かけサポーター」の養成 □ ■ ■

団体等が実施する「合理的配慮の提供」の研修等への支援 ■ ■

人権教育研究指定校における研究の推進と成果の普及 ■ ■

教職員等を対象とした男女共同参画に関する研修の実施 ■ ■ □ □

教職員等を対象とした性の多様性に関する研修の実施 ■ ■ □ □

道徳教育推進を目的としたオンデマンドによる研修会の実施 ■ ■

人間関係づくりプログラムの活用促進 ■ ■
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1.1.1.2 自然体験・文化・スポーツ活動の推進

豊かな人間性、社会性、自己肯定感や自己有用感などが高まるよう、“ふじのくに”静岡県の豊か

な自然や文化に触れる多様な体験活動、学校や地域における体力向上の取組を実施・支援をします。

【環境ふれあい課、文化政策課、スポーツ政策課、富士山世界遺産課、スポーツ振興課、お茶振興

課、高校教育課、健康体育課、社会教育課】

○自然と直接ふれあう場や体験学習の機会を提供するため、県有自然ふれあい施設等の適切な管理・

運営を行うとともに、自然体験プログラムの充実を図ります。

○子どもたちの豊かな感性を育み、文化に触れる機会を拡充するため、「文化教育プログラム」を実施

します。教育委員会と連携して学校へ周知することにより、子どもたちの鑑賞・体験機会の増加を

図ります。

○県内出身アスリートの発掘・育成をするため、国内外で活躍するアスリートを育成し、県民の関心

喚起や理解促進により、スポーツ文化を醸成します。ラグビーワールドカップ2019、東京2020

オリンピック・パラリンピックなどのレガシーを活用して、スポーツによる国内外の交流を拡大し

ます。

○地域の文化の象徴、世界に誇る財産として、富士山と韮山反射炉の保存管理を着実に実行するとと

もに、県民意識を醸成し、顕著な普遍的価値を後世に継承します。

○静岡県スポーツ協会や市町などと連携し、総合型地域スポーツクラブ 2の活動支援を行うなど、誰

もが日常的にスポーツに親しめる機会の提供に努めます。

○ふじのくに茶の都ミュージアム 3は、子供や若者がお茶について楽しく学べる場の提供やお茶の魅

力を伝え関心を高めるため、県の愛飲条例に基づき、小中学校等の施設利用を積極的に受け入れて

いきます。

○高校生の文化活動の健全な発展と資質の向上を目指すと共に、芸術文化活動の振興を図ります。

○小学校３年生以上を対象に「新体力テスト」を実施し、県内小中高校生の体力の現状と課題を把握

します。特に小学生の体力低下が課題であるため、「体力アップコンテスト」の参加者が増えるよう

種目の見直しと充実を行い、運動習慣の定着と体力の向上を図ります。また、体力向上ＨＰ「しず

おか元気っ子ラボ」を有効利用し、教員や子どもたちの運動に対する意識を高めるよう周知を図り

ます。

○次代を担う心身たくましい青少年を育成するため、県内の青少年団体に、青少年指導者育成事業の

委託等、青少年指導者の確保と資質の向上を図ります。また、青少年育成会議では、青少年育成県

民運動の積極的な展開のため、申請があった正会員団体に対して、補助金の交付をするなど活動の

支援を行います。

○青少年教育施設においては、学校をはじめとする利用団体の受入れのほか、周辺の自然環境を生か

した主催事業を実施し、体験活動の機会を提供します。引き続き、施設の適切な管理のほか、各施

設の立地条件等を生かした特色ある体験活動の提供により、利用者の目的にあった効果的な活動を

推進し、利用団体数の増加につなげます。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

指定管理者による民間のノウハウを活かした「県立森林公園」、「県民の森」の運

営や自然体験プログラムの提供
□ ■ ■ □ ■

ふじのくに文化教育プログラムの実施 □ ■ ■ □ □

富士山の日 4 運動の推進 ■ ■ ■ ■ ■
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1.1.1.3 読書活動と生涯学習の推進

県民一人一人が、生涯を通じて読書を楽しむ習慣を確立した「読書県しずおか」の構築に向け、

成長過程に応じた「読書環境の整備」「読書機会の提供」「読書活動の啓発」等に取り組みます。ま

た、多様な学習ニーズに対応するため、生涯学習の充実に向けた取組を進めます。【福祉長寿政策課、

社会教育課、中央図書館、総合教育センター】

○読書習慣の基礎を身につける時期にある乳幼児やその保護者、不読率の高い中高生世代への啓発を

図るため、子ども読書アドバイザー 9の活用、読書ガイドブックの作成・配布、高等学校ビブリオ

バトルの実施を軸にした読書活動の推進に取り組みます。

○学校・家庭・地域総がかりで子どもの読書活動推進に取り組み、生涯にわたる読書習慣の基礎とな

る子どもの読書習慣の定着を図るため、県立中央図書館（子ども図書研究室）を中核とした県内図

書館や子どもの読書活動に関わる団体の支援等を行います。

○行政機関・ＮＰＯ・企業・大学等との連携により、生涯学習関連講座・イベントの情報を収集し、

静岡県生涯学習情報発信システム「まなぼっと」により一元的に発信し、学習ニーズの多様化・高

度化に対応した講座情報を提供します。

○社会全体で子育てを応援する機運の醸成を図るため、高齢者がこれまで培った特技や技術を伝承す

る活動、昔遊びなどを通して高齢者と子どもとの交流を促進します。

世界遺産富士山・韮山反射炉に関する県民講座等の実施 □ ■ ■ ■ ■

しずおかスポーツフェスティバル 5 、県民スポーツ・レクリエーション祭 6 の開催 ■ ■ ■ ■ ■

総合型地域スポーツクラブ間の情報交換等を行う交流事業の実施 ■ ■ ■ ■

親子運動遊びプログラム 7 の普及啓発 ■

ふじのくに茶の都ミュージアム 小中学校等の施設利用や体験学習の積極的な受入 ■ ■ ■ □

高等学校文化連盟と連携した高校生の文化活動の推進 ■

スポーツ人材バンク 8 の利用による地域人材の活用促進 ■

「新体力テスト」、「体力アップコンテストしずおか」の実施 ■ ■

青少年団体に対する活動支援（次代を担う青少年育成事業） ■ ■ ■ ■

静岡県青少年育成会議による健全育成に係る県民運動推進事業 ■ ■ ■ ■

青少年教育施設の管理・運営・指導 ■ □ □

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

子ども読書アドバイザーを活用した乳幼児期やその保護者への読書活動の推進 ■ □ □ ■ ■

成長過程に応じた読書ガイドブック作成・配付 ■ ■ ■ ■ ■

高校生を対象としたビブリオバトルの開催 ■ □ □

学校図書館の機能強化と活用推進 ■ ■

静岡県生涯学習情報発信システム「まなぼっと」の運営 ■ ■ ■ ■ ■

県立中央図書館（子ども図書研究室）を中核とした県内図書館、子どもの読書活

動に関わる団体等の支援
□ □ □ □ □

県内図書館職員を対象とした研修の開催、運営相談 □ □ □ □ □

老人クラブと連携した世代間交流の促進 ■ ■ ■
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1.1.2.1 新学習指導要領の実施

知識及び技能の習得や、思考力・判断力・表現力等の育成、学びに向かう力、人間性等の涵養に

向けて、主体的・対話的で深い学びの視点からの不断の授業改善を推進します。【私学振興課、義務

教育課、高校教育課、特別支援教育課、総合教育センター】

○新学習指導要領に則った、適切な教育課程を編成するよう促します。

○学習指導要領の円滑な実施のために、学校訪問等を通じて、授業づくり等の指導・助言を行います。

○これまでの教育実践の蓄積を活かし、予測不可能な未来社会において自立的に生き、社会の形成に

参画するための資質・能力の育成を図ります。

○新学習指導要領での指導のポイントとして、目標設定やＰＤＣＡに基づく授業づくりを浸透させる

ため、教育課程を見直し、特色ある学校づくりとつなげていくことができるよう、教務主任連絡協

議会で働きかけを行っていきます。

○小中学校、特別支援学校では、新学習指導要領で求められている資質・能力の育成に向け、「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を推進します。

○高等学校では、子どもの発達を支える長期的な視点に立って、資質・能力の育成を目指す「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善と学習評価の充実を推進します。

1.1.2.2 学校教育の情報化

ＧＩＧＡスクール構想を踏まえ、児童・生徒の情報活用能力の育成、教職員のＩＣＴ活用指導力

の向上とともに、教職員の負担軽減を目指します。【私学振興課、教育政策課、教育ＤＸ推進課、総

合教育センター】

○ＧＩＧＡスクール構想に関連した補助金にかかる情報提供を行い、各校の実情に応じて適切に活用

するとともにＩＣＴ機器を活用し教育の情報化を推進するよう促します。

○社会の急激な変化の中においても、多様な子どもたちを誰一人取り残さない教育を推進するため、

デジタル技術を活用した学習や働き方の新しいスタイルとなる「スクールＤＸ」を推進します。

○教職員のＩＣＴ活用指導力において個人差がある現状を踏まえ、ＧＩＧＡスクール構想とＩＣＴ活

用に関する研修においては、基礎編と発展編に分けて実施することで、教職員のＩＣＴ活用指導力

の向上を図ります。

1.1.2 学力の向上と大学教育等の充実

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

「社会に開かれた教育課程 10」の実施 ■ ■

教員対象研修の実施

推薦研修「「主体的・対話的で深い学び」を支える授業研究」（令和６年度まで）（小

中・高校・特支）／高等学校定期訪問（高校）／教育課程研究集会（高校）／年

次別研修（教科別研修）（小中）／各教科に関する希望研修（小中）／特別支援学

校定期訪問（特支）

■ ■ □ □
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1.1.2.3 学校におけるきめ細かな指導の充実

すべての子どもの学びの機会の保障、少人数学級編制や協働的な学習、個に応じた丁寧で柔軟な

指導の実施等を通じ、学力の向上を図るとともに、高等学校における、小中学校段階の学習内容に

ついて学び直しの機会を充実させます。【私学振興課、義務教育課、高校教育課】

○各私立学校の建学の精神に基づいた適切な学習内容や教育的な指導を行うよう促します。

○小中学校において、静岡式35人学級編制 11を実施しています。小学校英語専科教員及び小学校専

科教員（英語以外）、非常勤講師を目的に応じて配置します。今後の国の動向に注視しながら、基礎

定数及び国加配等を有効に活用し、適正配置に努めます。

○地域に在住する退職教員・大学生等の人材を活用して、放課後等に学習指導や教員の指導力向上支

援、進路選択支援等の取組を行うことにより、生徒の学習意欲の向上と学力の定着を図ります。ま

た、学校の実情に応じて、学習内容や進路指導等を工夫することにより、個に応じた指導を充実さ

せます。

1.1.2.4 特色や魅力ある高等学校教育の実現

高校生の多様な実態や学習ニーズに応じた、特色や魅力のある教育活動を推進します。【私学振興

課、高校教育課】

○学習内容や部活動、課外活動等において、各私立学校の建学の精神に基づいた特色や魅力創出のた

め支援します。

○魅力ある高校づくりを推進するため、国の普通科改革を踏まえて、生徒の学習意欲を喚起し、多様

な教育ニーズに応える特色や魅力のある教育活動を推進します。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

情報教育に関する研修・情報モラルに関する研修等の実施 ■ ■ □ □

ＧＩＧＡスクール構想とＩＣＴ機器を活用した授業実践研修（基礎編・発展編） ■ ■ □ □

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

35人以下学級編制の完全実施 ■ ■

非常勤講師の適正配置、小学校への専科指導教員の配置 ■ ■

放課後学習支援の実施 ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

オンリーワン・ハイスクール事業 12 ■

18



1.1.2.5 魅力ある高等教育の振興

高等教育機関が、高度な技術や専門的な知識を有する多様な人材を育成し、地域社会の発展に寄与していく

ため、産業界や地方自治体と教育機関、教育機関同士の連携を推進し、高等教育機関における教育・研究機能

の充実に取り組みます。【大学課】

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

教育・研究活動のグローバルな展開、地域社会との連携強化などを支援 ■

「ふじのくに地域・大学コンソーシアム」の大学間、企業、地方公共団体、高校

等との連携事業を支援
■

1.2 健康と安全・安心の確保

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

スクールカウンセラー 13 への相談件数

（2020年度）

小57,145件

中54,131件

高5,642件

小60,000件

中55,000件

高 5,800件

ＳＮＳに起因する子どもの性被害防止に

向けた非行防止教室の開催回数

（５年平均）

956回
毎年1,100回

「食の都」づくり 14 に関する表彰数
（2018～2021年度）

累計76個人・団体

（2022～2025年度）

累計70個人・団体

栄養バランスのとれた朝食をとっている

幼児児童生徒の割合

（2020年度）

幼 39.1％ 小 46.8％

中 47.3％ 高 48.7％

幼 50％ 小 55％

中 50％ 高 50％

薬物乱用防止に関する講習会未開催校数
（2020年度）

21校
０校

静岡県ふじのくにジュニア防災士 15養成講座

受講者数

(2020年度)

11,048人

毎年度

30,000人

地域で行われた防災訓練への児童生徒の

参加率

（2020年度）

―
100％

刑法犯認知件数
（2020年）

15,370件
12,000件以下

労働法セミナー受講者数
（2020年度）

369人

毎年度

450人

消費生活相談における被害額
(2020年度）

329千円/人
280千円/人以下

19



1.2.1.1 相談窓口の充実、相談支援の強化

困難を有する子ども・若者やその家族が適切に相談することができるよう、相談しやすい体制づ

くりを進め、各種相談窓口の充実、相談支援の強化を図ります。【男女共同参画課、こども家庭課、

障害福祉課、福祉長寿政策課、社会教育課、総合教育センター、少年課】

○男女共同参画の視点から、家族や夫婦などの悩みについて、女性相談、男性相談を実施します。

○性的指向及び性自認を理由に困難を抱える人のための相談・交流会を実施します。

○中央児童相談所に電話相談キーステーションを引き続き設置し、県全域の児童及びその家族に関す

る問題等について電話相談員による相談援助活動を実施します。また、若者が抱える思春期特有の

悩みに関する相談については思春期健康相談室を整備するとともに、中学生や高校生への思春期健

康相談室の周知を図り、利用を促進します。

○県内の自殺者は、減少傾向にある一方で、若年層の自殺者は、横ばい又は増加傾向であることを踏

まえ、若者が多く利用するＳＮＳを活用したＬＩＮＥ相談の実施等、世代ごとに対応した各種相談

窓口の充実を図ります。

○多様化・複合化する地域の生活課題に対応するため、地域におけるあらゆる相談を分野横断的に受

け止める、市町の包括的な相談支援体制構築を支援するとともに、相談支援、参加支援、地域づく

りに向けた支援を一体的に実施する体制の構築を促進します。

○多様な相談に対応できるよう、ふじのくにアイマップ 16登録団体数を増やし、県内の各機関へ配布

するとともに、多くの方々を相談支援へ繋げていきます。また、困難を有する子ども・若者支援の

一層の充実を図るため、子ども・若者育成支援推進法第13条による子ども・若者総合相談センタ

ー（青少年センター（仮））の設置に向けた調査研究を関係機関、民間団体等の協力を得ながら進め

ます。

○総合教育センターの面接相談では、電話相談のほか、オンラインも活用するなど状況に合わせて相

談方法を選べるように体制を整備します。「24時間子どもＳＯＳダイヤル」の緊急連絡等外部機関

との連携の在り方を見直し、より速やかに対応できるように整理します。

○少年相談窓口として少年サポートセンターの業務について、県警ホームページ等で広報を行い、県

民に対して周知を図ります。

1.2.1 相談体制の充実といじめ、非行の防止

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

あざれあ女性相談、男性相談の実施 ■ ■

性的マイノリティを対象とした電話相談や交流会の実施 ■ ■ ■ ■ ■

家庭支援電話相談の実施（子ども・家庭110番） ■ ■ □

思春期健康相談室の運営 ■ □ □

こころの健康についての電話相談の実施（こころの電話等） ■ ■ ■ ■

ＳＮＳを活用したＬＩＮＥ相談の実施 ■ ■ ■ ■

市町における包括的相談支援体制・包括的支援体制構築の支援 ■ ■ ■ ■ ■

不登校やニート、ひきこもり等の悩みに個別に応じる合同相談会 17 の開催 ■ ■ ■ ■

子ども・若者総合相談センター（青少年センター（仮））の設置に向けた調査研究 ■ ■ ■ ■ ■

総合教育センターにおける教育相談の実施 □ ■ ■ □ □

少年相談の対応 ※～19歳 □ ■ ■ □
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1.2.1.2 学校における相談体制の充実

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー 18の活用等を進めるとともに、外部機関と

連携し、チーム学校として相談体制の整備や教職員の対応能力の向上に取り組みます。【私学振興課、

障害福祉課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、総合教育センター】

○各校の実情に応じて、スクールカウンセラー等の専門家の配置について支援します。

○学校等における危機発生時には、児童生徒や職員等への早期のこころのケアが重要であることから、

専門職員を速やかに現場へ派遣できるよう体制を整備するとともに、技術的アドバイス等により、

関係者の実施するこころの健康管理対策を支援します。

○スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの任用者数及び配置時間数の拡充を図るとと

もに、資質向上を目指した研修会を実施していきます。

○スクールカウンセラーは、拠点校25校に配置し、スクールソーシャルワーカーについては拠点校

６校に配置し、各高等学校の要請に応じて派遣します。心の健康問題について、カウンセリングを

必要とする生徒が増加傾向にあるとともに、心の健康問題に起因するいじめ、不登校等に対する専

門的な知見に基づく支援の必要性が高いため、配置校の拡充を図っていきます。

○特別支援学校では、個別カウンセリングが有効な児童生徒や保護者の相談等に適切に対応するため、

スクールカウンセラーを拠点校に配置し、校内体制を整えるとともに教育委員会でＱ＆Ａ集を作成

して、効果的なスクールカウンセラーの活用を促すとともに、教職員の対応能力の向上に取り組み

ます。

○チーム学校として相談体制の整備と不登校児童生徒や保護者に対する教職員の対応能力の向上に向

けた研修を実施します。

1.2.1.3 いじめ防止対策

「いじめ防止対策推進法」や「いじめの防止等のための基本的な方針」などを踏まえ、未然防止、

早期発見・早期対応につながる取組を促進します。【私学振興課、義務教育課、高校教育課、特別支

援教育課】

○いじめ防止等に関する文部科学省通知等を各校に速やかに周知するとともに、いじめの未然防止、

早期発見・早期対応につながるよう働きかけや支援を行います。

○学校対象の研修会において、法に基づくいじめの認知や組織的対応を周知し、学校における教育相

談の充実や教職員の対応能力の向上に資する取組を行っていきます。

○インターネットを通じて行われるいじめ問題等に対応するため、監視調査を行い、いじめ問題等の

早期発見、早期対応、早期解決等に努めます。調査及び分析結果の学校への報告及び研修会等の開

催により、現状について教員の理解を深め、その資質向上を図ります。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

私立学校へのスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置促進 ■ ■

こころの緊急支援チーム 19 の派遣 ■ ■

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置 ■ ■ ■

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー合同連絡協議会の開催 ■ ■

スクールカウンセラー連絡協議会の開催 ■ ■

希望研修「不登校におけるチーム支援の在り方」の実施 □ ■ ■ □ □
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○いじめ防止対策推進法を踏まえ、各校においてアンケート調査やカウンセラーによる相談等を実施

するとともに、生徒指導担当者連絡会などの機会を通じて、いじめ対策のための組織を招集し、組

織的な働きが行えるように確認や話し合いの機会をもつ働きかけや、人権についての研修を行うな

ど、いじめに対する教職員の意識改革を推進します。

1.2.1.4 非行の防止

学校と連携し、少年の非行防止、ＳＮＳに起因する性被害をはじめとした犯罪被害防止に向けた

非行防止教室や学校警察連絡協議会の開催、スクールサポーターによる学校訪問活動を通じて、少

年の非行・犯罪被害防止を推進します。また、不良行為少年等に対し、少年が抱える問題等の解消

に向けた指導等を継続的に行い、非行防止を図ります。【少年課】

1.2.2.1 食育の推進

県内の豊かな食文化の普及啓発を進めるとともに、食育を通じて、子ども・若者の生活リズムを

向上させ、よりよい生活習慣の定着を目指します。【健康増進課、マーケティング課、食と農の振興

課、お茶振興課、健康体育課】

○子どもの頃からの食についての正しい知識を身に付け、健全な食生活を実践する食育を推進し、特

に、働く世代に対しては、事業所の健康管理部門と連携した健康教育等を実施します。

○静岡の食と食文化に関心を持ち、将来、食文化の活性化に関わる人材を育成するため、仕事人や生

産者を講師に若者に対し、味覚の育成や静岡の食文化を学ぶ授業を実施します。

○県内での県産食材の消費拡大を図るため、地産地消に取り組む企業へ広報物を提供します。また、

食農教育に関する専門的かつ幅広い知識を有する指導者育成講座等の開催や高校生の地場産物に対

する知識を深めるとともに、地場産物を使った学校給食を小学生に提供します。

○小・中学校において、家庭や地域と連携し、静岡茶を飲む機会を提供するとともに、お茶のおいし

さや機能性、静岡茶の産地や文化などの理解を深める食育（茶育）の機会を確保することにより、

静岡茶の愛飲 20を一層推進します。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

生徒指導主事研修会におけるインターネットを介した生徒指導事案に関する情報共有 ■ ■ ■

スクールネットパトロールの実施 ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

児童・生徒に対する非行・被害防止教室の開催 ※６～19歳 □ ■ ■ □

街頭補導活動の実施等 ※～19歳 □ ■ ■ □

学校警察連絡協議会の開催、スクールサポーターの学校訪問 ※６～19歳 □ ■ ■ □

不良行為少年に対する継続補導等の推進 ※～19歳 □ ■ ■ □

1.2.2 健康教育の推進と健康の確保・増進等
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○朝食の摂取は、家庭環境の影響が大きいと考えられることから、啓発リーフレット「朝ごはん食べ

ていますか？」の積極的な活用を指導するとともに、学校での食育を充実させるため、研修により

栄養教諭等の資質向上を図り、学校教育の中で食に関する指導を継続していくとともに、家庭と連

携した食に関する取組を検討していきます。

1.2.2.2 健康教育の推進と健康課題への対応

性感染症などの疾病予防、未成年者の飲酒・喫煙などの防止に向けた取組を進めるとともに、子

ども・若者が心の健康に関する知識、発達段階に応じた性に関する知識等を身に付けられるよう取

組を進めたり、高校生段階の生徒に保育や介護の体験の機会を提供します。また、薬物乱用防止に

向け、児童・生徒・大学生、指導者、支援者等に対する教育、広報啓発活動の一層の強化を図るほ

か、相談窓口の周知や依存者やその家族への支援などの取組を推進します。【私学振興課、こども家

庭課、障害福祉課、感染症対策課、健康増進課、薬事課、高校教育課、健康体育課】

○地区の生徒指導協議会において、地域の学校と情報交換を行うほか、薬学講座の実施を推進するな

ど、関係機関と連携して取り組みます。

○思春期の男女が、一般的な健康や病気の相談のほか、性に関係することについても気軽に相談でき

るよう、助産師・保健師の専門相談員や同世代のカウンセラーが相談に応じる場を提供します。各

健康福祉センターが学校や企業等の要望に応じ、妊娠出産に関する正しい知識や情報を提供するた

めに出前講座等を実施します。中学生や高校生へ思春期健康相談室の周知を図るなど、若者の利用

を促進します。

○薬物や飲酒に伴うリスクに関する普及啓発を行い、薬物依存やアルコール健康障害の発生を予防す

るとともに、関係機関との連携を強化することで、相談から治療、回復支援に至る切れ目のない支

援体制の整備を進めます。摂食障害については、正しい知識の普及並びに外来診療の充実を進める

とともに、県下各拠点との連携により、地域連携医療体制の構築に向けて取り組みます。

○保健所において、中高生を対象とした思春期講座を開催し、正しい知識の普及を行うとともに、エ

イズピアカウンセラー養成講座を開催し、日常生活の中でエイズ等に関する正しい知識を普及して

いく中高生を養成しています。また、県内全保健所にて、夜間を含むＨＩＶ、梅毒等性感染症の検

査を実施するとともに、電話・来所での問合せや相談に対応し、情報提供を行うとともに不安の解

消を図っていきます。

○学校、関係団体、関係機関が連携し、小中高校生に対してたばこの害に関する講座や教材配布等の

継続的な取組等による、防煙教育を進めます。また、受動喫煙防止に対する県民の意識が一層高ま

るよう、啓発に取り組みます。

○薬物乱用防止のため、オンライン等を活用しながら、小中高校生を対象とした薬学講座及び大学生

等を対象とした薬物乱用防止講習会を開催するほか、未開催校に対して、関係機関と連携し、講習

会開催の働き掛けを行います。若者中心に増加傾向にある大麻乱用について、大麻の危険性等の正

しい知識の普及に取り組みます。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

ライフステージごとの食育の推進、市町等への支援 ■ ■ ■ ■ ■

静岡型食文化の活性化への取組推進 ■ □ □ □

食と農の輪推進事業 □ ■

児童生徒への静岡茶愛飲の取組推進 ■ ■ □ □

食育啓発リーフレット「朝ごはん食べていますか？」の配布、活用 ■ ■
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○保育・介護体験実習を、県立高等学校の原則として第１学年で実施し、実施率100％を目標に取り

組んでいきます。

○近年、覚せい剤、危険ドラッグ等の薬物が比較的手軽に入手でき、しかも罪悪感が薄れていること

から青少年の薬物乱用が深刻な問題となっているため、児童生徒の発達段階に応じて、薬物に関し

ての知識や意識を高めるため、関係機関と連携し、薬学講座等の取組を実施します。

1.2.2.3 安全で安心な妊娠・出産・育児等への対応

成育基本法を踏まえ、安全で安心な妊娠、出産、産後、子育ての支援の充実を図るとともに、思

いがけない妊娠による悩みや不安を抱える若年妊婦等の支援を進めます。ＳＮＳを活用し、家族の

悩みを抱える子どもや子育ての悩みを抱える保護者等の相談したい気持ちに応える「しずおかこど

も・家庭相談」を開設します。また、地域におけるすべての子どもと家庭の相談に対応する「子ど

も家庭総合支援拠点」について未設置市町への設置支援や既設置市町への運営支援を行います。さ

らに各健康福祉センターが学校や企業等の要望に応じ、妊娠出産に関する正しい知識や情報を提供

するために出前講座等を実施します。【こども家庭課】

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

私立高等学校への保育・介護体験実習の促進 ■

県立高等学校での保育・介護体験実習の実施 ■

思春期健康相談室「ピアーズ ポケット」の運営 ■ □ □

高等学校や大学などにおける出前講座の開催 □ ■ □ □

アルコール健康障害に関する普及啓発や相談支援の実施 □ ■ ■

摂食障害に係る講演会や家族教室等の開催並びに医療機関への研修会の実施 ■ ■ ■ □

中・高での思春期講座、エイズピアカウンセラー養成講座の開催 ■

ＨＩＶ・梅毒・性器クラミジア・肝炎ウイルスの検査・相談体制の整備 ■

たばこの害や受動喫煙防止に関する普及啓発の実施 □ ■ ■ ■ ■

小・中・高校生を対象とした薬学講座の開催 ■ ■

大学生等を対象とした薬物乱用防止講習会の開催 ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

「しずおかこども家庭相談」や「思いがけない妊娠相談窓口（妊娠ＳＯＳ）」によ

る相談対応の実施
□ □ □ □

市町子ども家庭総合支援拠点設置への支援 □ □ □

【再掲】高等学校や大学などにおける出前講座の開催 □ ■ □ □
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1.2.3.1 生命を大切にする教育、安全教育と防犯まちづくり

県民の安全意識、防犯意識を高め、生命の尊さ、自他を尊重する教育を推進するとともに、犯罪

被害、自然災害、交通事故等の危険から自他の身を守る能力を養うため、参加・体験・実践型を含

めた安全教育の充実、地域の自主防犯活動の促進を図ります。また、ドメスティックバイオレンス、

ストーカー行為の加害者にも被害者にもならないための予防啓発を図ります。【危機情報課、くらし

交通安全課、男女共同参画課、私学振興課、地域福祉課、特別支援教育課、健康体育課、生活安全

企画課、人身安全対策課、少年課】

○地域防災力の維持・向上を図るため、地域防災の次代の担い手として小学校４年生から高校３年生

までの児童生徒を対象に「静岡県ふじのくにジュニア防災士養成講座」を実施します。

○刑法犯認知件数が減少する一方、不審者事案が後を絶たず、地域の防犯力を高める取組が求められ

ていることから、地域の自主的防犯活動を促進するため、防犯まちづくりに関する講座の開催や、

防犯活動に資する情報の発信を行います。また、犯罪被害を防止するため、見守り活動を推進する

とともに、「子どもの体験型防犯講座」等の防犯講座の開催を推進します。

○大学生、専門学校生及び高校生を対象に、デートＤＶ防止出前講座を実施します。併せて、啓発リ

ーフレットを活用し、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の普及・

啓発を行います。

○子どもの体験型防犯講座を紹介するなど、各校が実情に応じた安全教育を実施するよう支援します。

○地域における犯罪や交通事故による被害を防止するため、広報・啓発等による防犯意識の向上を図

り、民生委員・児童委員と住民、自治会など地域ぐるみで自主防犯活動や見守り、支え合い活動等

を行うなど、安全・安心のまちづくりを推進します。

○学校において、スモーク体験や仮設トイレ体験などをとりいれ、様々な想定の下に避難訓練の実施

やリーフレットの配付、近すぎない距離感でのコミュニケーションの取り方など具体的な方法での

指導に取組みにより、ＤＶ、ストーカー行為の加害者にも被害者にもならないための指導に努めま

す。

○発達段階に応じた交通安全教育を、関係機関・団体と連携しながら体系的に推進するとともに、全

ての学校で質の高い学校安全の取組を推進できる指導力の確保を図ります。地域で行われる防災訓

練には、中学生が高い参加率を維持している一方で、保護者の参加の有無に影響を受ける小学生の

参加率が低いことから、小学生の参加を促していくとともに、地域防災の担い手として即戦力とし

ての活躍が期待される中高生の参加率の向上にも引き続き努めます。

○犯罪の取締り、街頭での警察活動など警察が主体となった取組と地域住民等による自主防犯パトロ

ールなど関係機関・団体等が主体となった取組を展開し、県民の安全・安心の確保に努めます。

○ＤＶやストーカーの被害者の中には、加害者が身近な者である等の理由により警察への相談をため

らう者もいるため、早期に警察に相談できるよう、防犯教室や広報紙の配付などを通じて警察の相

談窓口や援助の内容等について周知を図ります。また、警告を受けてもなお、ストーカー行為に及

ぶ加害者には精神科医等と連携した精神医学的治療を推進し、再発防止を図ります。

○インターネット上に氾濫する違法・有害情報に対し、サイバーパトロールと併せて取締りを強化し、

子どもの犯罪被害防止を図ります。

1.2.3 被害防止等のための教育・啓発
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1.2.3.2 情報モラル教育

子ども・若者に、情報社会に生きる主体者としての安全で適切な考え方や態度が身につくための

取組を進めるとともに、インターネット空間における犯罪防止に向けた啓発や教育に取り組みます。

【高校教育課、特別支援教育課、少年課】

○県内全ての県立高校（定時制や分校を含む）において、専門業者にスクールネットパトロールを委

託し、毎月１回の定期報告を受け、書込み等の削除指導や、各校における全校集会又は学級等での

注意喚起等を通じて、トラブルの予防と拡大防止に取り組みます。

○ＳＮＳでの犯罪被害の報告が寄せられていることから、事例など具体的な取り組みを集約し、各校

での実践に役立てることができるように努めます。

○学校と連携し、ＳＮＳに起因する性被害防止をはじめ、少年の非行・犯罪被害防止に向けた非行防

止教室を開催します。また、「子供の性被害根絶プログラム」に基づき、被害実態の把握と取締りの

強化、被害児童の早期発見・支援のほか、保護者等に対する性被害防止のための広報啓発活動を推

進します。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

ふじのくにジュニア防災士養成講座の開催 ■ ■

中・高１年生全員に自転車ルール･マナー「副読本」の配布 ■

高校で事故事件犠牲者パネル展等の開催 ■

防犯まちづくり講座の開催、街頭キャンペーンの実施、パンフレット等の配布 ■ ■ ■ ■

子どもの体験型防犯講座の講師養成 ■

デートＤＶ防止の啓発 ■ ■

民生委員・児童委員活動の支援 □ □ □ □

生徒指導主事研修会における、人権教育や犯罪被害やＤＶ、ストーカー行為等の

加害者にも被害者にもならないための啓発的な研修の充実
■ ■ ■

高校生の二輪車グッドマナー講習会の開催 ■ ■

交通安全教育指導者研修会の開催 ■ □ □

「防災教育推進のための連絡会議」の開催 ■ ■

児童生徒等の地域の防災訓練への参加促進 ■ ■

関係機関、団体等とのネットワークの整備・拡充と防犯活動に必要な不審者情報や身近

な犯罪発生状況等の「エスピーくん安心メール」や「ツイッター」によるタイムリーな発信
□ □ □ □

県弁護士会等の関係機関と連携したＤＶ被害者の問題解決の取組 □ ■

サイバーパトロールの実施 ■ ■ □ □

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

【再掲】スクールネットパトロールの実施 ■

生徒指導連絡協議会における情報共有 ■ ■ ■

【再掲】児童・生徒に対する非行・被害防止教室の開催 ※６～19歳 □ ■ ■ □

「子供の性被害根絶プログラム」の推進 ※～19歳 □ ■ ■ □
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1.2.3.3 労働者の権利保護

労働関係法令に関する正しい知識の普及に取り組むとともに、公契約に関わる事業者に労働関係

法令の遵守を求め、公契約における従事者の労働環境を整備します。【労働雇用政策課、会計支援課】

○多様な働き方のルールや労働関係法令に関する正しい知識の普及に取り組みます。

○「事業者を守り育てる静岡県公契約条例」の理念に基づく取組の推進により、県の契約業務に従事

する方々の労働環境の整備を図ります。

1.2.3.4 消費者教育と成年年齢引下げへの対応

成年年齢引下げ 21に対応し、消費者トラブルの被害者にも加害者にもならない、自立した消費者

を育成する消費者教育に取り組みます。特に学校教育においては、成年年齢引下げとデジタル化の

進展に対応した教育を推進します。【県民生活課、私学振興課、高校教育課、特別支援教育課、社会

教育課】

○成年年齢の引下げによる若者の消費者トラブルが懸念されているため、「高校生消費者教育出前講座」

を実施・拡大するなど、若者への消費者教育を強化します。また、デジタル化の進展など、急速に

変化する状況においても適切な消費行動をとれるよう、消費者が安全・安心な消費生活に必要な知

識を習得できる消費者教育の場を提供します。

○政治や選挙への関心を高め、政治的教養を豊かにするための教育を促します。消費者教育について

は、高校２年時までに学習する消費者教育（家庭基礎及び家庭総合）の内容を充実させるとともに、

高校３年時に成年となることに関して注意喚起するよう促します。

○家庭科や公民科の授業を中心に消費者庁が作成した教材「社会への扉」等を使用して、契約の知識

や留意点等を学習するとともに、くらし・環境部の出前講座の活用などにより、自立した消費者の

育成に取り組ます。

○特別支援学校では、高等部の生徒を中心に家庭科や公民科等で消費者教育の学習、高校生出前講座

や消費者教育教材「社会への扉」の活用等を通して、トラブル対処の実践例やデジタル社会のモラ

ルやマナー等を学び、自立した消費者を育成する消費者教育に取り組みます。

○未就学児・児童生徒の消費者トラブルについては、保護者への消費者教育や啓発が有効であること

から、家庭教育支援員 22や保護者会等を通じて、保護者に消費者教育に関する情報を提供します。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

アドバイザー派遣による職場環境づくりの支援 □ ■

労働法セミナーの開催、中小企業労働相談所での相談対応 □ ■

静岡県の契約に関する取組方針の推進 ■ ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

消費者教育出前講座の実施 □ ■ □ □

高校生消費者教育出前講座の実施 ■

消費者教育の担い手の養成 □ □ □ □

政治的教養の教育の全体計画作成 ■

選挙管理委員会と連携した出前講座や模擬投票の実施 ■
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1.3.1.1 キャリア教育と職業能力開発

子ども・若者自身がキャリアプランニングの視点を持ち、勤労観や職業観を養い、職業的自立に

資する能力・態度を身につけるため、地域や産業界との連携を深めながら、インターンシップ等の

体験的学習を含めた職業教育を推進します。また、就業に必要な知識・技能の習得に向けた職業訓

練等の機会の確保を支援します。【介護保険課、地域医療課、農業ビジネス課、林業振興課、水産振

興課、産業イノベーション推進課、労働雇用政策課、職業能力開発課、義務教育課、高校教育課、

特別支援教育課】

○介護事業所で活躍する若手介護職員「介護の未来ナビゲーター」の高校や大学等への派遣等を通し

て、介護の仕事の専門性や魅力、やりがいを発信し、若者が介護分野に進むための興味や関心を高

めます。

○将来の本県医療を支える人材を育成するため、医学科への進学を目指す県内の高校生等を対象とし

たこころざし育成セミナー 25において、高校生等に実際の医療現場や医療従事者に接する機会を提

供するなど、進路選択への意識を高めていきます。

生徒指導担当者連絡協議会において、消費者教育に関する取組の周知と実践事例の紹介 ■

県民生活課と連携による、家庭教育支援員等を通じた情報提供 □ □ □

1.3 若者の職業的自立と就労支援、社会参画への支援

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

新規就農者数
（2020年度）

283人

毎年度

300人

林業への新規就業者
（2020年度）

81人

毎年度

100人

漁業高等学園卒業後の漁業就業者数
（2020年度）

16人

毎年度

15人

ＷＡＺＡチャレンジ教室 23 参加者数
（2020年度）

1,926人

毎年度

2,400人

「キャリア・パスポート 24」を活用して

指導した学校の割合
―

毎年度

100％

県内出身大学生のUターン就職率
(2020年度)

36.7％
43％

一般労働者の年間総実労働時間

（５人以上事業所）

（2020年）

1,935時間

毎年

2,006時間以下

地域社会等でボランティア活動に参加した

ことがある児童生徒の割合

（2020年度）

小22.7％ 中32.3％
小45％ 中65％

「わたしの主張」静岡県大会への参加者数
（2021年度）

12,300人

毎年度

13,000人

献血者確保目標人数に対する

献血受付者数の割合

（2020年度）

99％
100％

1.3.1 職業能力の習得と就労支援の充実
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○農業経営体数は大幅に減少しており、高齢化も著しく進展し、担い手の確保などが課題となってい

ることから、青年等の新規就農を促進するとともに、県立農林環境専門職大学において、高い技術

や経営管理能力を持った人材の育成に取り組みます。

○林業に関する出前講座や就業ガイダンス、インターンシップ等の実施により、林業への新規就業を

促進します。

○漁業高等学園では、優れた漁業人材の継続的な輩出を図るため、技術修得や資格取得のための教育

に力を入れるとともに、入学者確保に向けた情報発信に取り組みます。

○各研究所の見学や体験を通して地域産業に関する学習の支援をします。

○子どもの頃から地域産業への関心や職業観を醸成していくため、子どもたちが産業の現場に触れ、

地域の産業の大切さを学ぶ環境づくりを進めます。

○県ものづくり競技大会の競技課題を全国高校生ものづくりコンテストの課題に対応させ、コンテス

トでの上位入賞を支援します。

○学齢期からものづくりへの興味・関心を育むため、技能士や静岡県技能マイスター 26と連携し、子

どもたちがものづくりや技能に親しむ機会を創出します。

○2021年４月に開校した県立工科短期大学校で、デジタル化など社会の変化に対応できる高い現場

力を持ち、生産現場のリーダーとなる人材を育成します。

○「キャリア教育研修会」において、子どもたちが自己の変容や成長を実感できる、キャリア・パス

ポートの効果的な活用についての研修を実施し、各学校におけるキャリア教育の推進を支援します。

○高等学校では、職場見学・職場体験等を含めた職業教育を、地域や産業界との連携を深めながら推

進します。

○特別支援学校では、児童生徒が勤労観や職業観を身につけるために、職場見学や職場実習等の体験

的学習を積み重ね、働くために必要な知識や技能を身につけるために、地域や企業と連携しながら

職場実習に取り組んでいきます。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

「介護の未来ナビゲーター」による情報発信等を通じた理解促進 ■

医療を支える人材育成に向けた「こころざし育成セミナー」の実施 ■

青年等の新規就農の促進 ■ ■ ■

県立農林環境専門職大学における、産業界等と連携した実学重視の教育の実践 ■

林業に関する出前講座や就業ガイダンス、インターンシップ等の実施 □ ■ □

ＨＰ、就業フェア等を活用した漁業高等学園の情報発信の強化、漁業高等学園に

おける質の高い少人数教育の継続実施
■ ■

各研究所の見学や体験、研修等の実施 □ ■ ■ ■ □

子どもたちが地域を支える産業や仕事の魅力を現場で体験し学ぶ環境づくりの推進 ■ ■

高校生ものづくりコンテストの開催支援（県ものづくり競技大会の開催） ■

技能士がものづくり体験を指導する「ＷＡＺＡチャレンジ教室」や技能マイスタ

ー出前講座の実施
■ ■

2021年４月に開校した県立工科短期大学校で時代の変化に合わせて高度化した

教育・訓練を実施
□ ■

職場見学・職場体験等の促進 ■ ■

「キャリア・パスポート」の活用 ■
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1.3.1.2 就労支援と若者の移住支援

学生や若者の県内企業への就職を支援するため、本県の魅力を積極的に発信するとともに、県内

企業と求職者のマッチングやきめ細かな就職相談など、学生等の県内就職や企業の採用活動等の支

援に取り組みます。また、高校中退者等に対する働きかけにより、正規雇用を中心とした就業に向

けた取組を進めます。【労働雇用政策課、高校教育課】

○「県内出身大学生のＵターン就職率」は、静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンターにおいて、静岡

県内での就職を希望する学生の支援に取り組んでいるが、地元での就職を希望する学生は減少傾向

にあります。人材不足が顕在化する中、地方移住の関心の高まりを捉え、本県の企業や地域の魅力

を積極的に発信するとともに、企業とのマッチングの機会をつくり、県内学生だけでなく、本県出

身の大学生や、移住を希望する首都圏等の社会人などの若者人材の支援に取り組みます。

○切れ目のない支援を行うために、高等学校進路指導主事研修会等において地域若者サポートステー

ション等の周知を行います。また、在学時から地域若者サポートステーションとの連携を図り、正

規雇用を中心とした就業に向けた取組を推進します。

1.3.1.3 誰もがいきいきと働く環境づくり

ライフスタイルや就労環境の多様化に対応し、自分に合った働き方が選べるよう、多様で柔軟な

職場環境づくりを支援します。【労働雇用政策課】

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンター 27 による県内就職支援 ■

就職支援協定締結大学と連携したイベント実施 ■

本県の企業や地域の魅力の発信 ■ ■

しずおかジョブステーション 28 の運営 ■ ■

県移住相談センターでの移住と就職のワンストップ支援 ■ ■

高等学校生徒指導主事研修会における地域若者サポートステーション等の周知 ■

地域若者サポートステーションの高校への出張相談の対応 ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

【再掲】アドバイザー派遣による職場環境づくりの支援 □ ■

経営者の意識改革を促すセミナーの開催 □ ■
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1.3.2.1 意見表明の機会の確保と社会形成に参画する態度を育む教育の推進

子ども・若者の意見表明の機会の確保を進め、民主政治や政治参加に関することなど、市民とし

ての政治的教養を育むことにより、子ども・若者が社会の一員として社会形成に積極的に参画する

意識や態度が高まるよう取り組みます。【私学振興課、教育政策課、義務教育課、高校教育課、特別

支援教育課、社会教育課】

○政治や選挙への関心を高め、政治的教養を豊かにするための教育を促します。

○情報を届けたい相手に正しく届けるため、教育委員会ホームページやＳＮＳ媒体による発信を強化

するとともに、Eジャーナル、動画等の他の媒体と組み合わせたメディアクロスによる広報戦略に

より子ども・若者へ情報を発信します。

○新型コロナウイルス感染症予防のため、児童生徒がボランティア活動に参加する機会が大幅に減少

したと考えられるます。「よりよい学校教育を通じてよりよい社会を創る」という目標を学校と社会

が共有し、連携・協働できるよう、キャリア教育、総合的な学習の時間等を充実させるなど、地域

から学ぼうとする機運を高めます。

○国家及び社会の形成者として必要な政治や選挙への関心を高め、政治的教養を豊かにするための教

育の充実を図ります。また、教育基本法等に定める学校の政治的中立を確保するとともに、関係法

令を遵守した指導が行われなければならないことから、各学校における政治的教養の教育の充実を

推進します。

○特別支援学校では、対象学部・学年の生徒に選挙公報を配布することによって、政治に参加する意

識を高め、より良い社会の実現に向けて考える機会を設け、各校においては、生徒会選挙などを通

じて、投票する等の具体的な行為で、社会の一員として積極的に参加することについて学ぶように

しています。今後とも、こうした取り組みを継続し、市民としての政治的教養を育むことに努めま

す。

○中学生年齢の青少年が社会の一員としての自覚を高める契機にするとともに、青少年の健全育成に

対する県民の理解と関心を深めるため、中学生が日常の生活の中で考えていることを広く県民に訴

える大会｢わたしの主張｣を実施します。

○審議会等への若者参加の推進を図るため、静岡県青少年問題協議会委員に若者代表の委員を選任し、

静岡県子ども・若者計画の策定、進捗をはじめとした青少年施策への若者の参画を図ります。

1.3.2 社会形成への参画支援

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

教育委員会ホームページとＳＮＳ、Eジャーナル、動画等のメディアクロスによ

る子ども・若者への情報提供
□ ■ ■ ■

【再掲】政治的教養の教育の全体計画作成 ■

【再掲】選挙管理委員会と連携した出前講座や模擬投票の実施 ■

生徒指導担当者連絡協議会において、成年年齢引下げに関する取組の周知と実践事例の紹介 ■

わたしの主張の推進 ■

審議会等への若者参加の推進 □ □ □ ■ □
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1.3.2.2 ボランティア活動等による社会参画の推進

ボランティア活動等を通じて、子ども・若者の市民性・社会性の獲得、地域社会への参画を推進

します。【地域福祉課、薬事課】

○子どもや若者、アクティブシニアなどの多様な人々のボランティア活動への参入の裾野を広げ、市

町のボランティアや災害ボランティアの活動支援、福祉教育の推進などを通じて、自主的・自発的

な活動を促進します。

○ボランティア活動等を通じて、子ども・若者の市民性・社会性の獲得、地域社会への参画を支援し

ます。また、将来に向けた安定的な献血者の確保に向け、引き続き、若年層を中心とした啓発活動

を実施します。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

県社会福祉協議会が行う学校・地域等と連携した福祉教育の推進への支援 ■ ■

県ボランティア協会が行う青少年ボランティア育成等への支援 ■ □

高校生を対象とした献血セミナーの実施 ■
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誰一人取り残さず、すべての子ども・若者が社会で活躍することができるよう、困難を有する子ど

も・若者とその家族に対する支援を行うことを目指します。

困難を有する子ども・若者やその家族への支援を充実させるため、県が設置する協議体運営の活

性化を図るとともに、市町での支援計画策定や協議体設置を支援します。【障害者政策課、こども家

庭課、障害福祉課、社会教育課】

○市町・地域自立支援協議会 29で対応が難しい専門的な課題について、県が設置する圏域自立支援協

議会 30の専門部会で検討し技術的助言を行うなど、市町等の相談支援体制を支援します。

○要保護児童対策地域協議会（調整機関）の運営・進行管理技術の向上を図るため、調整機関担当者

を対象とした研修を実施するほか、児童相談所からの助言を行うとともに、市町におけるすべての

子どもや家庭の相談に対応するための「子ども家庭総合支援拠点」の設置・運営を支援します。

○身近な地域で継続したひきこもり支援を充実させるため、市町や支援団体等との連携を図るととも

に、地域レベルでの支援体制を整備します。

○静岡県子ども・若者支援ネットワーク 31会議を開催し、実効性のある支援体制の構築のため情報交

換を行います。また、市町職員・支援関係者等を対象とした、県主催や内閣府主催の研修等につい

て情報を提供します。

基本方針２ 困難を有する子ども・若者やその家族の支援

2.1 重層的な支援ネットワークの構築とアウトリーチの充実

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

市町職員等を対象にした研修会の参加人数 ―
毎年度

35人

包括的相談支援体制の整備を行った市町数
（2020年度）

15市町

（2024年度までに）

35市町

2.1.1 重層的な支援ネットワークの構築

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

圏域自立支援協議会の運営 ■ ■

市町要保護児童対策地域協議会 32 の運営 ■ ■ □

静岡県ひきこもり対策連絡協議会 33 の運営 ■ ■ ■ ■

静岡県子ども・若者支援ネットワーク（子ども・若者支援地域協議会）の運営と機能強化 ■ ■ ■ ■ ■

市町職員・支援関係者等を対象とした研修等の情報発信 □ □ □ □ □
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支援を必要とする人の早期発見と適切な支援に向けて、市町の体制構築や支援訪問事業を支援し

ます。【地域福祉課、こども家庭課】

○支援が必要な人の早期発見・早期支援につなげるアウトリーチを実施し、地域におけるあらゆる相

談を受け止め課題解決に向けて支援を行う市町の包括的相談支援体制構築の取組に対して支援しま

す。

○子育て家庭の孤立化を防ぐために、居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必

要な情報提供等を行う乳児家庭全戸訪問事業や、乳児家庭全戸訪問事業で把握した要支援児童に対

して養育に関する相談、指導、助言その他必要な援助を行う養育支援訪問事業を実施する市町に対

して助成を行います。

2.1.2 アウトリーチの充実

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

乳幼児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を実施する市町への助成 ■

2.2 困難な状況ごとの支援

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

不登校等の課題を抱えていた児童生徒が適切な

支援により、改善傾向に向かった割合

(2020年度)

高46.1％
50％

「不登校やニート、ひきこもり等の悩みに個別

に応じる合同相談会」相談件数

（2021年度）

359件
950件

スクールソーシャルワーカーの

対応児童生徒数

(2020年度)

小中 3,194人
小中 3,500人

生活保護世帯の子どもの高等学校等進学率
（2020年度）

88.5％
98.6％

養育費の取決めをした人の割合
（2019年度）

65％
70％

ひとり親サポートセンター 34 による就職率
（2020年度）

39.8％
55.0％

特別な支援が必要な幼児児童生徒のうち

個別の指導計画が作成されている人数の割合

(2018年度)

幼91.1％ 小89.3％

中94.2％ 高46.0％

幼100％ 小100％

中100％ 高 75％

障害者働く幸せ創出センター 35 の

年間受発注仲介件数

（2020年度）

1,071件
1,200件

障害者雇用率
（2021年度）

2.28％
2.40％

虐待による死亡児童数
(2020年度)

０人

毎年度

０人

自殺による死亡者数
（2020年）

583人
500人未満
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2.2.1.1 ニート、ひきこもり、不登校などの子ども・若者の支援

ニート、ひきこもり、不登校等、困難を有する子ども・若者やその家族の支援に取り組むととも

に、支援を充実させるため、公的支援機関や民間支援団体、医療機関等との連携強化を図ります。

また、高校中途退学者や進路未決定者の就学、就労に向けた支援に努めます。【障害福祉課、労働雇

用政策課、義務教育課、高校教育課、社会教育課】

○ひきこもり状態にある本人やその家族の相談支援を行うとともに、支援に携わる人材育成、各市町

の支援体制構築の後方支援や、各市町や関係機関との連携強化を図ります。

○就職活動に困難を有する求職者に対し、関係機関と連携しながら臨床心理士によるきめ細かなカウ

ンセリングを実施し、支援に取り組みます。

○市町教育委員会生徒指導担当者連絡会議において、魅力ある学校づくり調査研究事業の取組・成果

について共有するとともに、各市町教委による魅力ある学校づくりの推進と不登校対策の支援に努

めていきます。

○切れ目のない支援を行うために、高等学校進路指導主事研修会等において地域若者サポートステー

ション等の周知を図ります。また、在学時から地域若者サポートステーションとの連携を図り、正

規雇用を中心とした就業に向けた取組を推進します。

○不登校やニート、ひきこもり等の悩みに個別に応じる合同相談会を開催し、困難を有する子ども・

若者やその家族へ支援機会を提供します。

外国人児童生徒等に対して、必要な支援が実現

できている学校の割合

(2020年度)

小90.9％ 中91.3％

高89.5％ 特100％

毎年度

100％

2.2.1 ニート、ひきこもり、不登校などの子ども・若者の支援と子どもの貧困問題への対応

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

ひきこもり支援センターによる電話・来所相談等の実施 ■ ■ ■ ■

「居場所」による社会参加に向けたプログラムの実施 ■ ■ ■ ■

【再掲】しずおかジョブステーションの運営 ■ ■

不登校未然防止に向けた小中連携推進 ■ ■

市町教育委員会生徒指導担当者連絡会議での研究成果の報告 ■ ■

定時制生徒支援、外国人生徒支援にかかる事業実施 ■

【再掲】高等学校生徒指導主事研修会における地域若者サポートステーション等の周知 ■

【再掲】地域若者サポートステーションの高校への出張相談の対応 ■

ふじのくにアイマップの作成・配布 ■ ■ ■ ■

【再掲】不登校やニート、ひきこもり等の悩みに個別に応じる合同相談会の開催 ■ ■ ■ ■

青少年交流スペース「アンダンテ 36」の運営 ■ ■ ■

高等学校卒業程度認定試験の実施 ■ ■ ■
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2.2.1.2 教育の支援（学習機会の確保）

教育費の負担軽減、夜間中学 37の設置などにより、経済状況や生育歴にかかわらず、学ぶ意欲と

能力のあるすべての子ども・若者が質の高い教育を受けられる環境の実現を目指します。【私学振興

課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課】

○学ぶ意欲と能力のあるすべての生徒が、経済的な理由で進学を断念することがないように、授業料

減免や給付型奨学金など制度の周知啓発を行います。

○義務教育段階の学び直しのニーズがあっても、現状では、学習の機会を提供することができていな

いことから、高等学校への進学機会や就労の選択肢を広げるためにも、学校への就学を希望する人

に対して機会を提供します。また、スクールソーシャルワーカーの継続的な配置により、貧困等の

状態にある児童生徒を発見し、関係機関との連携による支援につなげます。

○学ぶ意欲と能力のあるすべての生徒が、質の高い教育を受けられるように、所得連動返還型奨学金

制度、給付型奨学金など新たな奨学金制度の周知啓発を行います。

○就学奨励費の支給等により、学校内での教育費の負担軽減や通学費用の補助等に取り組むとともに、

教育現場における子どもや家庭への支援により、経済状況や生育歴にかかわらず、学ぶ意欲と能力

のあるすべての児童生徒等が質の高い教育を受けられる環境の実現を目指します。

2.2.1.3 子どもの貧困問題に対する生活の支援

子どもの貧困問題に対応するための、放課後学習支援等の生活支援や、生活保護・児童扶養手当

の支給等の経済的支援に取り組みます。【地域福祉課、こども家庭課】

○様々な課題により不就労不就学となっている子どもが多いことから、貧困の連鎖を断ち切るため、

高等教育を受けるメリットや主体的に進路を検討することの必要性などについて、保護者の理解を

促す取組を進めます。

○保護者の就労状況や健康状態にかかわらず子育て家庭の生活を安定させることや、ひとり親家庭の

安定した収入の確保のため、経済的な支援を実施するとともに、養育費の取決めについて普及啓発

し、養育費の確実な取得に向けた支援に取り組みます。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

夜間中学の設置 ■ ■ ■

スクールソーシャルワーカーの配置による児童生徒が抱える問題の発見と対応 ■ ■

所得連動返還型奨学金制度、給付型奨学金など新たな奨学金制度の周知啓発 ■

特別支援教育就学奨励費の周知と円滑な執行 ■ ■ ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

生活困窮世帯の子どもへの学びの場の提供、放課後等学習支援の実施 ■ ■

生活保護や児童扶養手当等の支給 ■ ■ ■ ■ ■

生活福祉資金など自立を図るための貸付制度の周知 □ □ □ □ □

児童扶養手当の支給 ■ ■ ■ □

離婚前後の親を対象としたオンライン講座の実施 ■ ■ ■
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2.2.1.4 保護者等に対する就労の支援

生活困窮世帯の保護者に対するきめ細やかな就労支援を実施します。また、ひとり親家庭の自立

した生活のため、相談支援、職業紹介、資格取得支援などを行います。【地域福祉課、こども家庭課】

○生活困窮者や生活保護受給者にあっては、健康状態や日常生活等を改善した上で、支援対象者の就

労阻害要因を分析し、関係機関と連携を図り、課題に応じたきめ細かな支援を行うことで、就労機

会の確保を図ります。

○経済的困難以外の多岐にわたる課題を抱えた生活困窮者からの相談の増加に対応するため、就労支

援員を増員するとともに、対応する困難事例に苦慮する支援員が相談し、助言を受けられる専門家

相談会を創設するなど、支援員を支えるネットワークを構築していきます。

○ひとり親家庭の経済的自立に必要な安定した就業の確保のため、ひとり親サポートセンターにおい

て、事業主の理解促進を図りながら求人開拓を行うとともに、関係機関が連携して就業支援に取り

組みます。また、ひとり親の安定した就業に結びつく資格や技能の取得を支援します。

2.2.2.1 特別支援教育の充実

障害者の権利に関する条約の理念を踏まえ、障害の特性に配慮した適切な指導及び必要な支援を

行う特別支援教育を引き続き推進します。【義務教育課、高校教育課、特別支援教育課】

○特別支援教育における教員の専門性の向上を目指すため、研修を実施し、通常学級への支援員、多

人数の児童生徒が在籍する自閉症・情緒障害学級及び知的障害学級を有する学校への非常勤講師の

配置の維持拡充に努めます。

○県立高校において自校通級、巡回通級を実施し、個々の障害による学習上又は生活上の困難を改善・

克服するための指導を行っています。通級による指導を定着させるとともに、コミュニケーション

スキル向上を目指す活動への需要の高まりに対応します。

○特別支援教育に関する「学齢部会」や「特別支援教育推進会議」等の場で、特別支援教育の理念や

具体的な施策について共通理解を図り、今後とも、交流等の機会の充実や、切れ目のない指導や支

援が実施できるよう、インクルーシブ教育システム構築の理念の下、共生・共育の推進に努めます。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

生活困窮者、生活保護受給者への就労支援員による支援 □ □ □ ■ ■

ハローワークとの連携による就労支援 □ □ □ ■ ■

ひとり親サポートセンターによる就業支援 ■ ■ ■ ■

高等職業訓練促進給付金等による就職に有利な資格取得支援 ■ ■ ■ ■

2.2.2 障害等のある子ども・若者の支援

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

特別な支援を必要とする児童生徒の個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成・活用 ■ ■ ■ □ □

小中学校への非常勤講師の配置 ■ ■

高等学校における通級による指導の制度化に対応した取組の推進 ■
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2.2.2.2 発達障害のある子ども・若者の支援

身近な地域で早期療育に対応できる支援体制の充実を図るため、発達障害者支援センターによる

相談支援や専門人材の養成に取り組みます。また、保健、医療、福祉、教育、労働等の関係機関と

の連携・協働による地域支援力の向上に取り組みます。【障害福祉課】

2.2.2.3 障害のある若者の就労支援

一般就労、福祉的就労と経済的自立の促進に向け、就労・生活両面のきめ細やかな相談支援、職

業訓練、職場開拓と障害の特性に応じた仕事の創出、職場定着支援などを進めます。【障害者政策課、

労働雇用政策課、職業能力開発課、特別支援教育課】

○企業への一般就労を促進するため、就労と生活の両面からのきめ細かな相談と職場定着支援の充実

を図ります。また、一般就労が困難な障害のある人の福祉的就労を促進するため、企業との連携や

農業分野の職場開拓など、障害の特性に応じた仕事の創出を図るとともに事業所等で働く障害のあ

る人の経済的自立を支援するため、「ふじのくに福産品一人一品運動 39」の県民全体への展開等障害

福祉サービス事業所等の収益拡大による工賃向上を進めます。

○障害者雇用推進コーディネーターによる求人開拓からマッチングまでの一元的支援、ジョブコーチ

等による職場定着支援を継続して実施すると共に、企業内ジョブコーチの育成・支援を強化してい

きます。

○個々の就職希望に沿った事業主委託訓練、企業実習付き訓練、及び職場定着を図るための在職者訓

練を実施します。

○障害者雇用を促進するために、就労促進専門員を拠点校に配置し、特別支援学校高等部生徒の実習

や雇用の受入れ先を開拓するとともに、就労促進協議会を開催し、障害者雇用の理解啓発に努め、

一人一人の希望や適性に合った進路の実現に向けた取り組みを継続していきます。

「交流籍 38」制度の周知・準備、「交流籍」を活用した交流及び共同学習の実施 ■ ■ ■

特別支援学校コーディネーター連絡協議会開催による、小・中学校及び高等学校

に対するセンター的機能の拡充
■ ■ ■

【再掲】団体等が実施する「合理的配慮の提供」の研修等への支援 ■ ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

発達障害者支援センターによる専門的相談、助言の実施、地域連携 ■ ■ ■ ■ ■

開業医等を対象とした発達障害に関する専門講座、研修会の実施 ■ ■ ■ ■ ■

市町における児童発達支援センター（機能）の設置促進 ■ □ □ □ □

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

「障害者就業・生活支援センター」による日常生活等の相談支援、就職希望者・

雇用主に対する助言
■ ■

「障害者働く幸せ創出センター」による企業等との連携、職域拡大に向けた農福連携の推進 ■ ■

ふじのくに福産品一人一品運動の地域への展開、県と市町が連携した官公需の発注拡大 ■ ■

障害のある人のための求人開拓とマッチング支援 ■ ■

障害のある人の相談窓口である就労相談員配置と職場定着の支援 ■ ■
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2.2.2.4 慢性疾病を抱える児童等や難病患者、ＡＹＡ世代のがん患者に対する教育的支援

慢性疾病を抱える児童等や難病患者、ＡＹＡ世代がん患者 40等について、訪問教育に加えて、オ

ンラインでの学習など新たな学習の形態を取り入れ、学習指導や自立支援等に取り組みます。【特別

支援教育課】

2.2.3.1 立ち直り支援

非行等の問題を抱えた少年等に対し、少年警察ボランティア、大学生サポーター等との連携によ

る体験活動等への積極的な参加の呼びかけにより、少年の立ち直り支援を推進します。【少年課】

2.2.3.2 犯罪被害者支援

犯罪被害者が必要とする支援を充実させるため、行政、警察、関係機関の連携を強化します。【く

らし交通安全課、少年課】

○犯罪被害者に対する無理解や被害の潜在化が懸念されるため、講演会等の開催や広報啓発に取組み、

犯罪被害者への理解と配慮を増進するとともに、性暴力被害者への支援をワンストップで行う性暴

力被害者支援センターＳＯＲＡを運営します。

○犯罪の被害等に遭った少年に対し、少年サポートセンター職員による面接や体験活動等により、精

神的な打撃の軽減を図るための継続的な支援を行います。

障害のある人の就職を支援するため、県立あしたか職業訓練校、県立工科短期大

学校等において職業訓練を実施
■ ■ ■

各地区就業促進協議会の開催 □ ■ □ □

特別支援学校への就労促進専門員の配置 □ ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

訪問教育担当者連絡協議会を通じた、各校の授業実践などの取組の共有 ■ ■ ■

2.2.3 立ち直り支援と犯罪被害者支援、被害防止と保護

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

少年警察ボランティアとの協働による農業等の各種体験活動（スマイル・サーク

ル・プロジェクト）の実施 ※～19歳
□ ■ ■ □

【再掲】静岡県子ども・若者支援ネットワーク（子ども・若者支援地域協議会）

の運営と機能強化
■ ■ ■ ■ ■

【再掲】高等学校卒業程度認定試験の実施 ■ ■ ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

犯罪被害者週間における講演会・キャンペーンの実施 ■ ■ ■

性暴力被害者支援センター設置（2018）、管理・運営（2019～） ■ ■ ■

被害少年に対する継続的支援の推進 ※～19歳 □ ■ ■ □
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2.2.3.3 児童虐待防止と社会的養護の推進

複雑で困難な児童虐待事例への対応力向上を図る研修の実施等により、児童相談所の機能強化を

図ります。社会的養護を必要とする児童に対しては、家庭における養育環境と同様の養育環境であ

る里親等への委託を進めるため、児童家庭支援センターによる里親に対する包括的な支援を実施す

るほか、施設においても小規模ユニット化によるできる限り良好な家庭的環境を実現できるよう配

慮します。社会的養護を経験した児童の自立に向けては、生活相談や就労相談を行うとともに、大

学等に進学する児童には、入所措置（延長）解除後も修学への支援を行います。【こども家庭課】

2.2.3.4 子ども・若者の福祉を害する犯罪対策

子どもの犯罪被害防止のための活動や、犯罪被害者支援、犯罪被害者への理解に向けた取組を進

めます。また、児童ポルノ、児童買春等の性的搾取等事犯の取締りを強化します。特に、ＳＮＳに

起因する子どもの犯罪被害の防止のため、早期発見・支援、広報啓発を推進します。【くらし交通安

全課、少年課】

○子どもの犯罪被害を防止するため、見守り活動を推進するとともに、子ども自らが身を守る方法を

学ぶ「子どもの体験型防犯講座」等の開催体制の強化を推進します。また、犯罪被害者に対する無

理解や被害の潜在化が懸念されるため、講演会等の開催や広報啓発に取組み、犯罪被害者への理解

と配慮を増進するとともに、性暴力被害者への支援をワンストップで行う性暴力被害者支援センタ

ーＳＯＲＡを運営します。

○「子供の性被害根絶プログラム」に基づき、被害実態の把握と取締りの強化、被害児童の早期発見・

支援のほか、保護者等に対する性被害防止のための広報啓発活動を推進します。また、インターネ

ット上に氾濫する違法・有害情報に対し、サイバーパトロールと併せて取締りを強化し、子どもの

犯罪被害防止を図ります。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

児童虐待対応力を向上する研修の実施等による児童相談所の体制強化 □ □ □

児童家庭支援センターへの里親支援業務の委託、施設の小規模ユニット化 ■ ■ ■

施設等を退所した児童の自立支援 ■ ■

大学等修学支援の実施 ■ ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

【再掲】犯罪被害者週間における講演会・キャンペーンの実施 ■ ■ ■

【再掲】性暴力被害者支援センター設置（2018）、管理・運営（2019～） ■ ■ ■

【再掲】子どもの体験型防犯講座の講師養成 ■

【再掲】「子供の性被害根絶プログラム」の推進 ※～19歳 □ ■ ■ □

【再掲】サイバーパトロールの実施 ■ ■ □ □
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自殺対策とヤングケアラー 41問題について、官民の多様な主体が連携し対策を進めます。また、

外国人の子どもの不就学実態の把握に基づき、市町教育委員会の就学案内活動を支援するとともに、

市町、学校、経済団体及び企業等と協力して、日本語習得、適応指導などを支援します。【障害福

祉課、こども家庭課、多文化共生課、私学振興課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課】

○自殺の背景には、様々な要因が存在していることから、関係機関との連携を深めるとともに、総合

的かつ効果的な自殺対策を進めます。特に、喫緊の課題となっている若年層対策に対応した相談体

制の充実や、周囲の人が悩みを抱えている方のＳＯＳのサインに気づき、適切な支援につなげられ

るよう、ゲートキーパー 42の養成を進めます。

○家族にケアを必要とする人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世

話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」として支

援への取組が必要とされていることから、ケアサービスの実施主体である市町における支援体制の

構築を支援します。

○外国人の子どもの教育環境の充実に向けて、就学実態の把握に基づく支援の取組を促進するととも

に、外国人児童生徒等が、その能力・意欲に応じて将来を見通した進路選択等が行えるよう、支援

を更に充実します。

○外国人の子どもが在籍する私立学校に対して、運営に係る経費について支援します。

○日本語指導コーディネーターや外国人児童生徒相談員等の派遣を継続し、特別の教育課程の編成と

着実な実施についての周知を図るなど、各学校や市町教育委員会への支援を行います。

○外国人生徒選抜を公立高校９校12科で実施するとともに、外国人生徒選抜実施校と外国人生徒が

多い定時制の課程を設置する県立高校に対して、支援のための補習等に係る指導員の派遣を行いま

す。地域経済の担い手となるべく、日本語修得及び学習全般の支援等を行うとともに、卒業後の就

労支援に結び付けていきます。

○日本語の支援が必要な児童生徒及び保護者に対して支援員を派遣し、学校からの通知や職場実習等

における通訳などのサポートに取り組みます。また、日本語の習得に向けて、児童生徒に対しては、

個別の指導計画に基づき支援を行い、外国籍の児童生徒が学ぶ機会を受けることができるよう、市

町教育委員会と連携し対応に努めます。

2.2.4 特に配慮が必要な子ども・若者の支援

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

自殺対策ネットワーク会議の開催による情報交換・事例紹介・グループワークの開催 □ ■ ■ ■

「こころの電話相談」の実施、「いのちの電話」の支援 □ ■ ■ ■

９月の自殺予防週間、３月の自殺対策強化月間における街頭啓発、自殺予防講演

会・心の悩み相談会の実施
□ ■ ■ ■

「若者こころの悩み相談窓口」等による相談対応の実施 □ ■ ■ ■

ＳＮＳやインターネットの検索連動広告等を活用した相談窓口の周知 □ ■ ■ ■

若年層を対象とした「こころのセルフケア講座」の実施 □ ■ ■ ■

県・市町・関係機関との連携によるゲートキーパー養成研修の開催 □ ■ ■

民間団体等のゲートキーパー養成事業に対する支援 ■ ■

企業の労務管理者を対象とした自殺防止対策等に関する研修の開催 ■ ■

市町の相談支援体制の構築に関するコーディネーターの配置 ■ ■ ■

ピアサポート相談支援活動への助成 ■ ■ ■
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ヤングケアラーに関する普及啓発、相談支援に関する研修の実施 ■ ■ ■

就学状況等調査の実施、多言語による就学案内資料の市町への提供 ■

外国人学校（ブラジル人学校高等部）に通う生徒に対して、正規雇用に向けた日

本語教育、キャリア教育等の実施
■

義務教育に準じる教育を行う私立外国人学校（各種学校）の運営費への助成 ■ ■

外国人児童生徒相談員、外国人児童生徒スーパーバイザー等の任用・派遣 ■ ■ ■ ■

初期日本語指導カリキュラムの活用 ■ ■ ■ ■

高等学校入学者選抜における外国人生徒選抜の実施 ■

「外国人生徒支援事業」の実施 ■

【再掲】定時制生徒支援、外国人生徒支援にかかる事業実施 ■

通訳が必要な児童生徒とその保護者に対し、支援員を派遣 ■ ■ ■
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学術・文化・スポーツなど様々な子ども・若者の資質能力の育成を目指します。

地域を理解し、地域に貢献する人材を育成するため、自然、文化、産業などの地域の特色を生か

した学習や地域を対象とする学習を推進します。【大学課、高校教育課】

○地域に貢献できる人材を育成し、活躍の場を創出するため、産学官の連携を強化し、地域や社会の

要請に応える学びの充実に取り組みます。

○高校生の文化活動の健全な発展と資質の向上を目指すと共に、芸術文化活動の振興を図ります。

基本方針３ 夢の実現を目指す子ども・若者の支援

3.1 グローバル社会で活躍する人材の育成

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

地域日本語教育 43 を通じて多文化共生の場づくり

に取り組む市町数

(2020年度)

４市町
19市町

ふじのくにグローバル人材育成基金 44 に

よる海外交流者数

(2017～2020年度)

累計688人

（2022～2025年度）

累計1,000人

グローバルハイスクール指定校数
（2021年度）

３校
延べ21校

県内高等教育機関から海外への留学生数
(2020年度）

19人
1,000人

外国人留学生数
(2020.5.1)

3,939人
5,000人

環境保全活動を実践している若者世代の割合
（2021年度）

77.4％
78％

水の出前教室実施回数
（2020年度）

140回

毎年度

140回

森林環境教育指導者養成人数

（養成講座修了者数）

（2020年度）

51人
150人

｢自然科学やものづくりに関心がある｣と

答える生徒の割合

（2020年度）

56.1％
75％

3.1.1 地域についての学びの充実

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

ふじのくに地域・大学コンソーシアムによる地域学講座の提供 □ ■

【再掲】高等学校文化連盟と連携した高校生の文化活動の推進 ■

【再掲】富士山の日運動の推進 ■ ■ ■ ■ ■

【再掲】世界遺産富士山・韮山反射炉に関する県民講座等の実施 □ ■ ■ ■ ■

【再掲】ふじのくに茶の都ミュージアム 小中学校等の施設利用や体験学習の積極的な受入 ■ ■ ■ □
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3.1.2.1 国際交流と外国語教育の充実

ポストコロナのグローバル化への対応と多文化共生意識のさらなる定着のため、児童生徒、学生、

青年の国際交流や異文化理解のための取組を推進します。また、国際社会において、自らの意思を

的確に表現し、コミュニケーションを図る能力を育成するための取組を進めます。【地域外交課、多

文化共生課、私学振興課、教育政策課、義務教育課、高校教育課、特別支援教育課、社会教育課】

○青少年の国際感覚を醸成し、本県の地域外交の中核を担う人材の育成につなげるため、青少年の活

躍の場や海外との交流の機会の増加を図ります。

○国際交流員等による「世界の文化と暮らし出前教室」を開催し、子どもたちが他国の文化や習慣を

知る機会を提供するとともに、日本人と外国人とがお互いに交流したり、異文化を学びあう機会を

創出します。また、外国人住民が地域住民と関わる地域日本語教室を利用した多文化共生の場づく

りを進めます。

○文部科学省や教育委員会から提供される国際交流機会の情報について周知するとともに、各校の実

情に応じた外国語教育の推進について支援します。

○追跡調査等を踏まえ、海外インターンシップ（普通科含む）等の気軽に参加できる派遣機会の拡充、

生徒の海外体験意欲を後押しする教職員の海外派遣機会の拡大、グローバルハイスクール指定校を

中心に、オンライン(海外連携校との交流等)と実際の海外渡航をミックスした国際交流の３つの方

針の下で事業を計画し、2022年から４年間で1,000人の高校生、教職員の海外体験を促進します。

○英語教育における小中の円滑な接続や教員の指導力向上、ＬＥＴＳ認定教員や英語専科指導教員、

ＡＬＴなど英語教育に携わる人材に応じた研修の充実を図るとともに、各小中学校における外国語

教育推進教員の育成を目指します。青年海外協力隊等の教職員への派遣については、今後の社会情

勢に応じて派遣を勧めていきます。

○学校の特色を生かした課題研究を中心に、海外の大学や研修機関等と連携してフィールドワーク等

を実施する学校を指定し、国際感覚豊かな人材の育成を図ります。

○異文化理解や国際交流の機会を設け、身近な英単語を話したり使ったりすることを通じて、国際感

覚を育む指導に取り組みます。

○静岡県と中国浙江省の青年交流については、新型コロナウイルス感染症の影響により現地の相互訪

問は見送っているが、オンライン協議など内容を見直しながら取り組みを進めます。

3.1.2 国際交流と海外留学の促進

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

本県の友好提携先などを中心とした青少年の交流の支援 ■ ■

世界の文化と暮らし出前教室の開催やふじのくに多言語情報発信サポーターの活用 ■ ■ □ □

地域住民が日本語教育の場に関わる地域日本語教室の設置を促進 ■ ■ ■

モンゴル国（ドルノゴビ県を含む）との高校生交流（派遣・受入） ■

小学校の外国語教育に関する教員を対象とした校内研修の実施 ■ ■ □ □

外国語活動及び外国語教育推進リーダーの育成・活用（2018～20）、効果検証（2021） ■ ■ □ □

青年海外協力隊、青年ボランティア等への教職員の派遣の推進 □ □ ■ ■

グローバルハイスクール研究指定 ■

日中青年代表交流の実施 ■ ■
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3.1.2.2 海外留学と留学生受入の推進

大学生や高校生の海外留学と外国人留学生の受入れを増やし、海外交流を促進します。【大学課】

すべての子ども・若者の環境問題に対する意識を高めるとともに、グローバルな課題の解決に貢

献する人材育成に向け、現代社会における地球規模の課題を自らのこととして主体的に捉え、その

解決に向けて考え行動する力を身に付けられるよう、ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）を推

進します。【環境政策課、廃棄物リサイクル課、自然保護課、水資源課、環境ふれあい課、総合教育

センター】

○若者世代を中心とした環境学習の機会を設けるとともに、学校や地域で環境学習ができるよう、Ｗ

ｅｂ上に環境学習コンテンツを開設するほか、指導者の確保・指導力向上に取り組みます。また、

企業やＮＰＯ等が行う環境教育の広がりを図るため、ネットワーク構築により、協働の取組を促進

します。

○食品ロスの削減を進めるため、外食店で適量を注文して残さず食べることを呼び掛けるキャンペー

ンや、家庭での「食べきり」や食材を「買いすぎない」「使いきる」ことを啓発する事業、小学生等

を対象にした出前講座などを実施し、次世代を担う若年層が食品ロスに関する意識を身に付けられ

るよう取り組みます。

○富士山の環境負荷の軽減や豊かな自然環境の回復・保全のため、特に次世代を担う若年層のボラン

ティア参加者数を増加させるよう、様々な広報媒体を用いて募集を強化し、清掃活動、植生の復元・

保全活動、外来植物対策に取り組みます。

○有識者による南アルプスの自然環境の魅力や保全の重要性等の講座をＳＮＳで配信し、県民、国民

の自然環境の保全に対する意識の醸成を図ります。

○持続可能な水循環社会の形成を図るため、県民に健全な水循環の重要性に関する知識を普及・啓発

し、理解と関心を深めるとともに、次代を担う子どもを対象に、水の出前教室等の啓発活動に取り

組みます。

○自然環境や森林・林業への理解促進のため、自然と人とをつなぐスキルを持つ人材（森林環境教育

指導者）を育成するとともに、森林ＥＳＤプログラムの開発、普及を行います。

○環境問題に照らして必要となる資質・能力を、各教科等の役割を明確にしながら、教科等横断的な

視点で育成することを踏まえた内容の研修を実施することにより、環境学習の充実を図ります。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

民間企業や各種団体などとの産学官の連携を強化し、県内大学生の海外留学を支援 ■

国内外の日本語学校等への情報発信の強化 ■

滞在サポートや交流支援、就職支援など、ふじのくに地域・大学コンソーシアム

が実施する留学生支援事業を支援
■

3.1.3 ＥＳＤの推進

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

環境学習フェスティバルの開催 □ □ □ □ □

環境教育ネットワーク推進会議の開催 □ □ □ □ □

子ども環境作文コンクールの開催 ■ ■
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アントレプレナーシップ教育 45に向けた取組を進めます。また、理数系・ＳＴＥＡＭ教育 46を中

心に専門的な知識技能のある教員を適切に配置したり、高等教育機関と連携した講座を開催するな

ど、文理の枠を超えた学術に対する生徒の関心を高め、専門性を高める教育を推進します。【私学振

興課、教育政策課、高校教育課】

○専門的な知識技能を習得することができる研修等に関する情報について各校に情報提供し、専門性

を高める教育について促します。

○アントレプレナーシップ教育や学校の課題解決に向けて、変化を恐れない積極性とリーダーシップ、

社会の急速な変化に伴う教育課題を解決に導く資質能力を兼備した教員を、アントレプレナーシッ

プ式能力育成プログラム等により育成し、高校の魅力化を促進します。

○サイエンススクールにおいて、大学、研究施設との連携による研修や研究体験を実施することによ

り、本物に触れて最先端研究への関心を高めます。

ＳＮＳ等を活用した情報発信 ■ ■ ■ ■

食べきりやったね！キャンペーン、使いきり実践チャレンジの実施 □ ■ ■ ■ ■

ボランティア等との協働による富士山の清掃活動、植生の復元・保全等の実施 □ □

水の作文コンクールの実施、小学生を対象とした「水の出前教室」の実施 ■ ■

森林環境教育指導者養成講座の開催 ■ ■

年次別研修（教科別研修）の実施 ■ ■ □ □

3.1.4 専門性を高める教育の充実

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

新時代のリーダーとなる教員育成 ■ □

スーパーサイエンスハイスクール 47 への支援、サイエンススクールの取組を支

援・普及
■

3.2 スポーツと文化芸術活動の振興

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

アスリート等を派遣してのクリニックへの

参加人数

（2020年度）

222人

（2022～2025年度合計）

10,000人
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将来有望な若手競技者や芸術家の発掘、支援を進めます。【文化政策課、スポーツ振興課】

○県立劇団ＳＰＡＣ 48を象徴に据えた「演劇の都」構想に基づき、次世代の演劇界で活躍する人材を

育成するため、高校生を対象とした演劇アカデミーを開講します。また、東京オリンピック・パラ

リンピック文化プログラムの仕組みを継承して設立した「アーツカウンシルしずおか 49」において、

地域課題に対応するアーティストや住民プロデューサー等の人材の発掘や交流を促進します。

○ジュニア世代の競技人口の減少や専門外の部活動を担当する教員の増加により、県内スポーツにお

ける競技力の低下が懸念されるため、トップアスリート等を部活動等に派遣することで、ジュニア

世代の競技人口増加や指導者の資質向上及び競技力向上を図ります。

鑑賞、創造、発表の機会の拡大、確保を進め、障害のある人のスポーツ、文化芸術活動を促進し

ます。【文化政策課、スポーツ振興課、特別支援教育課】

○障害のある人のニーズや多様な特性に応じた文化芸術活動を支援し、県民理解を促進するため、障

害者芸術祭での作品の発表や触れる機会の充実、県障害者文化芸術活動支援センターみらーとにお

いて支援人材の育成、情報提供の充実を図ります。

○静岡県障害者スポーツ大会（わかふじスポーツ大会）の開催やパラアスリートの活動費支援等の取

組を通じて、障害者スポーツの更なる裾野拡大を図ります。

○主催団体や参加者自身による感染予防に努めながら、各種のスポーツ大会、スポーツ教室、文化芸

術活動による障害のある人の発表の機会の確保に努めるとともに、周知を進めます。

3.2.1 競技者と芸術家の育成

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

ＳＰＡＣ演劇アカデミーの開講 □ □ ■ □ □

アーツカウンシルしずおかによる人材育成 □ □ □ ■ ■

中学校部活動や競技団体強化事業等への、オリンピアンや実業団選手等のトップ

アスリートの派遣
■ ■

3.2.2 障害者のスポーツと文化芸術活動の振興

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

静岡県障害者芸術祭の開催 ■ ■

関係団体と連携した障害のある人の文化芸術活動の支援 ■ ■

パリ2024パラリンピックに向けたアスリート支援、その後の支援の継続 ■ ■

静岡県障害者スポーツ大会（わかふじスポーツ大会）の開催 □ ■ ■ ■

障害者を対象とするスポーツや文化芸術活動に関するイベントの周知 ■ ■ □ □

特別支援学校の児童生徒を対象としたスポーツの映像によるコンテストの実施 ■ ■ □ □
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子ども・若者の育成に携わる地域の大人、専門的人材など、育成を支える担い手の養成や、それぞ

れの連携・協働による継続的な活動を支援します。

青少年団体の活動支援や助成、青少年指導者の研修、級位認定 50等を通じて、健全育成に係る県

民運動を推進するとともに、青少年の健全育成を支える協力者の確保・養成を図り、活動を支援し

ます。【地域福祉課、社会教育課、少年課】

○様々な人権課題を捉えた人権啓発指導者養成講座等を実施することにより、青少年の健全育成を支

える人権擁護委員への支援を行います。

○青少年指導者に級位（初級、中級、上級）を認定し、指導者の養成と確保を図るとともに、健全育

成に係る県民運動推進団体には、事業への補助を行い活動を支援します。

○「地域の青少年声掛け運動」は、開始から20年以上が経過し、運動の周知により参加者数が順調

に増加し、市町独自の取組も見られるようになったことから、今後は市町での活動を充実させ、県

内全域における運動を継続的に推進していきます。

○少年警察ボランティア等と連携した街頭補導、立ち直り支援等を推進します。

基本方針４ 子ども・若者の健やかな成長を支える担い手の養成・支援

4.1 多様な担い手の養成・支援

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

養成した青少年指導者の延べ活動回数
(2020年度)

2,953回
4,800回

市町における地域の青少年声掛け運動実施率
(2020年度末）

82.9％
100％

青少年ピアカウンセラー養成講座修了者数
（2021年度）

10人

毎年度

30人

4.1.1 指導者や協力者等の養成

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

人権啓発指導者養成講座等の実施による人権擁護委員への支援 □

【再掲】民生委員・児童委員活動の支援 □ □ □ □

地域に根ざした青少年指導者の級位認定取得の推進 □ □ ■ ■ ■

青少年活動団体が行う青少年リーダー育成への支援 □ □ ■ ■ ■

若者または若者団体の研修会への招聘及び社会的評価 ■ ■

地域の青少年声掛け運動の展開 ■ ■ □ □

少年警察ボランティア等と連携した取組の推進 ■ ■

【再掲】「声かけサポーター」の養成 □ ■ ■

【再掲】「障害者就業・生活支援センター」による日常生活等の相談支援、就職希

望者・雇用主への助言
■ ■
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年齢が近く価値観を共有しやすい学生等のボランティアによる相談・支援（ピアサポート）を充

実させます。【こども家庭課、感染症対策課、社会教育課、少年課】

○思春期の男女が、一般的な健康や病気の相談のほか、性に関係することについても気軽に相談でき

るよう、助産師・保健師の専門相談員や同世代のカウンセラーが相談に応じる場を提供します。

○保健所において、中高生を対象とした思春期講座を開催し、正しい知識の普及を行うとともに、エ

イズピアカウンセラー養成講座を開催し、日常生活の中でエイズ等に関する正しい知識を普及して

いく中高生を養成します。

○青少年が抱える多様な悩みに電話相談に応じる、青少年ピアカウンセラーを養成し、思春期健康相

談室等で活動を推進します。

○非行等の問題を抱えた少年等に対し、少年警察ボランティア、大学生サポーター等との連携による

体験活動等への積極的な参加の呼びかけにより、少年の立ち直り支援を推進します。

【再掲】スポーツ人材バンクの利用による地域人材の活用促進 ■

「しずおか寺子屋」の拡大 ■ ■ ■ □

家庭教育支援基礎講座とフォローアップ研修の開催 ■ ■ ■ ■ ■

家庭教育支援チームによる活動の推進 ■ ■ ■ ■ ■

【再掲】青少年団体に対する活動支援（次代を担う青少年育成事業） ■ ■ ■ ■

【再掲】静岡県青少年育成会議による健全育成に係る県民運動推進事業 ■ ■ ■ ■

4.1.2 学生ボランティア、青年ボランティアによる相談・支援

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

【再掲】思春期健康相談室「ピアーズ ポケット」の運営 ■ □ □

【再掲】中・高での思春期講座、エイズピアカウンセラー養成講座の開催 ■

青少年ピアカウンセラーの養成・活用 □ ■ ■ ■

【再掲】「しずおか寺子屋」の拡大 ■ ■ ■ □

【再掲】少年警察ボランティアとの協働による農業等の各種体験活動（スマイル・

サークル・プロジェクト）の実施 ※～19歳
□ ■ ■ □
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「静岡県教員育成指標」を踏まえ、授業づくりに関わる力の向上を図ります。【私学振興課、教

育政策課、義務教育課、特別支援教育課、総合教育センター】

○私学団体が実施する研修に対する経費を助成し、私立学校教職員の授業力の資質向上を図ります。

○教員がキャリアステージに応じて求められる資質能力を確実に身に付けるため、学校における「静

岡県教員育成指標」の活用を推進します。

○全国学力・学習状況調査においては、記述式の問題において平均正答率が低いこと、無答率が高い

問題があることが課題であることから、全国学力・学習状況調査分析会において、調査問題に込め

られた授業改善へ方向性を把握するとともに、課題解決の方策を具体化して、市町教育委員会と共

有したり学校に発信したりします。

○各種研修会において、子どもの実態把握の仕方や教科別の指導法研修、特別支援教育についての専

門性を高める研修などを推進し、子どもの実態から３つの観点で目標を設定し、指導と評価の一体

化の中で授業改善に取り組む授業づくりを推進していきます。

○小中学校、特別支援学校では、教員育成指標の各キャリアステージで求められる資質能力を踏まえ

た内容の研修を実施することで、授業力の向上を図ります。

○高等学校では、子どもの発達を支える長期的な視点に立って、資質・能力の育成を目指す「主体的・

対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善と学習評価の充実に取り組むことにより、授業力の向

上を図ります。

4.2 教員の資質能力の向上

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

「静岡県教員育成指標 51」を活用した

教員の割合

（2020年度）

85.6％
100％

全国規模の学力調査で全国平均を上回る

科目の割合

（2021年度）

小０％ 中100％
小100％ 中100％

4.2.1 授業力の向上
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「静岡県教員育成指標」を踏まえ、児童生徒理解を深め、健やかな成長を支援する力の向上を図

ります。【私学振興課、教育政策課、総合教育センター】

○私学団体が実施する研修に対する経費を助成し、私立学校教職員の生徒指導力の資質向上を図りま

す。

○教員がキャリアステージに応じて求められる資質能力を確実に身に付けるため、学校における「静

岡県教員育成指標」の活用を推進します。

○教員育成指標で求められる資質能力を踏まえた内容の研修を実施することで、児童生徒理解を深め、

課題解決的な指導だけでなく、予防的な指導や成長を促す指導につながる生徒指導力の向上を図り

ます。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

私立学校教職員研修等事業費助成 ■ ■ ■ □ □

教員の資質能力の向上に関する協議会の開催 ■ ■ □ □

全国学力・学習状況調査分析会（国語・算数（数学）・理科） ■ ■

学力向上推進協議会・学力向上連絡協議会の開催 ■ ■

年次別の研修の実施 個別の教育支援計画、個別の指導計画作成に係るオンライ

ン研修の開催
■ ■ ■

教員対象研修の実施

推薦研修「「主体的・対話的で深い学び」を支える授業研究」（令和６年度まで）【再

掲】（小中・高校・特支）／高等学校定期訪問【再掲】（高校）／教育課程研究集

会【再掲】（高校）／年次別研修（教科別研修）【再掲】（小中）／各教科に関する

希望研修【再掲】（小中）／年次別研修（特支）／特別支援教育に関する希望研修

（特支）

■ ■ □ □

4.2.2 生徒指導力の向上

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

【再掲】私立学校教職員研修等事業費助成 ■ ■ ■ □ □

【再掲】教員の資質能力の向上に関する協議会の開催 ■ ■ □ □

教員対象研修の実施

悉皆研修「生徒指導研究協議会」／推薦研修「生徒指導総合研修」
■ ■ □ □
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子ども・若者が安全安心に成長できるよう、取り巻く環境の整備と地域づくりを進めます。

子どもたちの非認知能力の醸成や生活習慣・学習習慣を定着させる場として、家庭教育の重要性

は増しており、子育ての不安や悩みを身近に相談できる人や場が求められています。また、地域の

子どもは地域で育てるという気運を醸成し、家庭や地域における教育力をさらに高めていくため、

子どもたちの健やかな成長と保護者の家庭教育を支える体制整備を目指します。【社会教育課】

5.1.2.1 地域づくりの推進

人づくりをとおした地域づくりに重点をおき、青少年の健全育成をはじめとする顕著な取組を県

民に広く共有するとともに、県民自らが行う人づくりの実践活動、賀茂地域の教育の振興を促進し

ます。【総合教育課、社会教育課、総合教育センター】

○人づくり地域懇談会を通じて、人づくり推進員による家庭や地域における人づくりへの助言等を行

うとともに、人づくり推進員の資質向上やオンライン方式の導入による参加者の利便性向上等に取

り組み、県民の人づくり実践活動を促進します。

基本方針５ 子ども・若者の健やかな成長に向けた社会環境の整備

5.1 地域、学校、家庭の連携と子育て支援の充実

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

家庭教育支援活動を実施した園・学校の割合
(2020年度）

73.0％

毎年度

90％

小中学校における地域学校協働本部の

整備率（政令市を除く）

（2020年度）

63％
85％

保育所等待機児童数
（2021年度）

61人
０人

5.1.1 家庭教育支援

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

「家庭の日 52」の普及啓発 ■ ■ ■ ■ ■

【再掲】家庭教育支援基礎講座とフォローアップ研修の開催 ■ ■ ■ ■ ■

【再掲】家庭教育支援チームによる活動の推進 ■ ■ ■ ■ ■

【再掲】県民生活課と連携による、家庭教育支援員等を通じた情報提供 □ □ □

【再掲】民生委員・児童委員活動の支援 □ □ □ □

5.1.2 地域づくりの推進と地域全体で子どもを育む環境の整備
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○日ごろ地域で地道に優れた活動を展開し、地域に貢献している青少年団体等を顕彰し、広くー般に

紹介することにより、その活動を奨励します。県民の子ども・若者の育成支援に対する理解を深め

るため、11月を「静岡県子ども・若者育成支援強調月間」と定め、キャンペーン活動等を実施しま

す。

○賀茂地域教育振興センターと協力し、年２回の研修を実施するとともに、Ｗｅｂ聴講（あすなろｅ

ゼミナール）を配信し、教職員の学びを支援します。

5.1.2.2 地域全体で子どもを育む環境の整備

学校・家庭・地域との連携・協働による地域学校協働活動を推進します。【社会教育課、義務教育

課】

○教育を取り巻く課題は複雑化・多様化しており、学校の中だけでは解決するのが難しいことから、

学校と地域住民等が連携した学校運営や活動の充実を図るとともに、子どもたちが地域社会の中で

心豊かに育まれる環境づくりを進めていきます。

○宿泊体験を含む様々な体験活動や異学年・異世代との交流の場を実施する団体を支援し、子どもた

ちの豊かな人間性や社会性を育むとともに地域コミュニティの創設・醸成を図り、大人も子どもも

ともに学び合う環境づくりを進めます。

○コミュニティ・スクール 53に関わる協議会等を実施し、他市町の事例等を協議会等で紹介します。

コミュニティ・スクールの未導入地域には導入支援を行い、導入後には活用支援を行います。

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

人づくり地域懇談会の開催 ■ ■ ■ □ □

【再掲】地域の青少年声掛け運動の展開 ■ ■ □ □

静岡県青少年育成会議による青少年の活動や青少年健全育成支援の顕彰 ■ ■ ■ ■

静岡県青少年育成会議による「子ども・若者育成支援推進強調月間」の実施 ■ ■ ■ ■ ■

賀茂地域教育振興センターにおける教育の充実の支援 ■ ■ □ □

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

すべての学校区において地域学校協働本部の設置を促進、活動支援 □ ■ ■ ■ ■

地域学校協働活動推進員 54 養成講座の開催 □ □ □ □ □

地域と学校の連携･協働に関する研修の実施 □ □ □ □ □

【再掲】「しずおか寺子屋」の拡大 ■ ■ ■ □

「放課後子供教室 55」の設置促進に向けた、体験活動等の支援 ■ ■ □ □

地域における居場所・学びの場に関わる支援者を対象とした研修会の実施 □ □ □ □ □

コミュニティ・スクール研究協議会の開催・研究と成果の発信 □ ■ ■
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「子育ては尊い仕事」の理念のもと、子どもや子育てを応援する活動に取り組む人を増加させ、

子育てを応援する気運を醸成し、意識啓発を推進します。また、働きながら子育てがしやすい環境

整備、保育・子育てサービスの充実を促進します。【こども未来課】

市町や関係機関・団体と連携し、条例に基づく立入調査を行うほか、静岡県青少年環境整備審議

会を開催し、優良図書類の推奨や有害図書の指定を進め、良好な環境の整備を行います。また、ス

マートフォン等の急速な普及やインターネット利用の低年齢化など、青少年を取り巻くインターネ

ット環境の変化に対応するため、有害情報への対策を進めるとともに、関係機関・団体と連携し、

青少年の健全育成に取り組みます。【社会教育課】

5.1.3 子育て支援の充実

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

「ふじさんっこ応援隊 56」参加の促進・活動の拡充、県民への周知 ■ ■ ■

「しずおか子育て優待カード事業」協賛店舗の拡充、県民への周知 ■ ■ ■

イクボス養成講座等の開催 ■ ■ □ ■

保育所、認定こども園、放課後児童クラブ 57 の整備等の促進 ■ ■

「地域子ども・子育て支援事業」の円滑な実施促進 ■ ■

放課後児童クラブの円滑な実施促進 ■

【再掲】老人クラブと連携した世代間交流の促進 ■ ■ ■

5.2 良好な社会環境の整備

数値目標（指標）

指 標 基 準 値 目 標 値

ケータイ・スマホルールアドバイザー 58 による

啓発人数

（2020年度）

9,679人

毎年度

18,000人

依存症相談支援に携わる従事者向け研修の

参加人数

（2017～2020年度）

累計 258人

（2022～2025年度）

累計316人

5.2.1 社会環境の整備

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

携帯電話等による有害情報の閲覧防止措置の推進 □ ■ ■ ■ □

青少年を保護する立場にある成人を対象とした研修の開催 ■ ■ ■ ■ □

学校警察地域連絡協議会の開催 □ ■ ■ □ □

優良図書類の推奨 ■ ■ ■ □ □

有害図書の指定 ■ ■ ■

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の適切な運用 □ ■ ■ ■ □

関係機関と連携した広報啓発活動及び少年補導の推進 □ ■ ■ □ □
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5.2.2.1 ネット依存への対応

ＩＣＴの進展に伴い、児童・生徒の情報活用能力の育成を図るとともに、官民連携体制のもと、

正しく安全なネット利用の促進とネット依存対策に取り組みます。【障害福祉課、社会教育課】

○ＷＨＯ（世界保健機関）により「ゲーム障害」が精神疾患として採択されたことを踏まえ、ゲーム

障害・ネット依存傾向のある本人の家族、教育関係者及び県民に対するワークショップを実施しま

す。また、「ゲーム障害」の疑いがある本人に対して、依存症専門医療機関と連携し、本人とその家

族を対象とする回復を目指すためのプログラムを実施し、医療的な支援を行います。

○子どもたちのスマートフォンの所持率の上昇やネット利用の低年齢化、学校におけるＧＩＧＡスク

ール構想の進展など、青少年を取り巻くＩＣＴ環境が急激に変化し続ける現状を踏まえ、正しく安

全なネット利用の促進を図るため、家庭でのルールづくりの普及を目的としたワークシートを配布

する他、各種講座や講演会を実施します。

5.2.2.2 依存症等への対応

アルコール、薬物、ギャンブル等の各種依存症等に対して、関係機関による包括的な連携協力体

制を構築するとともに、依存症患者が適切な医療・相談を受けられるよう、医療従事者、相談支援

者の育成を進めます。依存症患者やその家族からの相談に対応するとともに、依存症からの回復の

ための支援を進めます。依存症に関する正しい知識の普及啓発活動を行うとともに、依存症患者や

家族への支援を進めます。【障害福祉課】

5.2.2 ネット依存や依存症等への対応

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

ゲーム障害・ネット依存対策ワークショップの開催 □ ■ ■ ■

ゲーム障害・ネット依存回復支援プログラムの開催 □ ■ ■ ■

「親子で話そう！！わが家のケータイ・スマホルール」ワークシートの作成・配布 ■ ■ □ □

「ケータイ・スマホルール」アドバイザーの養成・活用・フォローアップ ■ ■ ■ ■ ■

「小中学校ネット安全・安心講座」の推進 ■ ■

「ネット依存対策推進事業企画運営会議」、｢ネット安全・安心協議会」の企画・運営 ■ ■ ■ ■ ■

「静岡県ネット依存度判定システム」の利用促進 ■ ■

自然体験回復プログラム「つながりキャンプ」の実施 ■ ■

ネット依存対策講演会の開催 ■ ■ ■ ■ ■

「不登校やニート、ひきこもり等の悩みに個別に応じる合同相談会」におけるネット依存対策ブースの設置 ■ ■ ■ ■

主な取組と対象年代

乳

幼

児

期

学

童

期

思

春

期

青

年

期

ポ
ス
ト
青
年
期

静岡県依存症対策連絡協議会の開催 □ ■ ■

医療従事者向け研修の開催 □ ■ ■

55



１ 全庁体制による取組の推進

知事を本部長とする「静岡県青少年対策本部」を中心に、関係各課の連携を図り、全庁的な体制に

より、取組を推進します。

また、子ども・若者育成支援推進法第19条第１項に基づく「静岡県子ども・若者支援ネットワー

ク」を中心に、教育・保健・医療・矯正・更生保護・雇用等の各分野の関係機関等のネットワークの

充実強化を図り、困難を有する子ども・若者やその家族に対す総合的な支援を推進していきます。

２ 社会総がかりによる取組の推進

本計画は、基本理念として「すべての子ども・若者が「有徳の人」として能力を発揮できる社会

の実現」を掲げ、社会や人のために貢献する「才徳兼備」の人を育成し、すべての子ども・若者が

自己の成長や豊かさ、幸せを実感できる社会の実現を目指します。

子ども・若者の育成支援に社会総がかりで取り組むため、計画の県民に対する広報・周知に努め

るとともに、県内の行政機関、民間団体との連絡・調整を図り、県、市町、家庭、学校、地域等が

相互の連携・協力により、子ども・若者育成支援のための取組を推進します。

３ 地域の実情に応じた子ども・若者育成支援体制の整備

子ども・若者を取り巻く「場」が、子ども・若者にとって安全安心な成長の場であるよう環境の

整備を進めます。

また、子ども・若者にとっての生活の基盤は身近な地域にあり、市町はその実情に応じた子ども・

若者育成支援の取組が期待されます。

子ども・若者育成支援推進法第９条２項では、「市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱及び都

道府県子ども・若者計画を勘案して、当該市町村の区域内における子ども・若者育成支援について

の計画（「市町村子ども・若者計画」）を作成するよう努めるものとする。」とされています。県は、

地域の実情に応じた子ども・若者育成支援が円滑に進むよう、市町に必要な情報提供等の支援を行

い、市町子ども・若者計画の策定を促進します。

また、同法第19条１項では、「地方公共団体は、関係機関等が行う支援を適切に組み合わせるこ

とによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は共同して、関係機関等により構成され

る子ども・若者支援地域協議会（以下「協議会」という。）を置くよう努めるものとする。」とされ

ています。県は、誰一人取り残さずに、困難を有する子ども・若者とその家族に対する支援を行う

ことを目指して、市町に必要な情報提供等の支援を行い、協議会の設置を促進します。

４ 数値目標（指標）の設定と進捗管理

計画を推進するにあたり、設定した数値目標（指標）をもとに進捗状況を把握し、静岡県青少年

問題協議会の御意見も踏まえ、成果と課題を検証し、実効性のある計画の推進に努めます。

第４章 計 画 の 推 進
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静岡県子ども・若者支援ネットワーク

（静岡県子ども・若者支援地域協議会）

＜青少年行政の推進組織＞

静岡県青少年対策本部

県知事

県教育委員会 警察本部知事部局

静岡県青少年問題協議会

教育事務所

警察署

出先機関

設置：昭和41年4月22日
根拠：設置規則
本部長：知事

設置：昭和28年10月13日
根拠：地方青少年問題協議会法
会長：委員互選

市町住民・学校・団体等

静岡県青少年環境整備審議会

設置：昭和36年10月4日
根拠：静岡県附属機関設置条例
会長：委員互選

市町青少年

問題協議会
市町教育委員会市町関係課

設置：平成23年４月26日

静岡県

青少年育成会議

青少年育成

市町民会議

設置：昭和42年３月

設置：昭和43年～
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１ 用語説明

参考資料

1 ふじのくに地域・大学コンソーシアム ： 本県の高等教育機関、県、市町、その他地域

団体等を構成員とする公益社団法人であり、教育研究機能の向上と地域社会の発展に寄

与することを目的として設立され、大学間や大学と地域の連携により、教育連携、共同

研究、地域貢献などの取組を実施。

2 総合型地域スポーツクラブ ： 誰もが身近な地域でスポーツに親しむことができ、多世

代、多種目、多志向という特徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるス

ポーツクラブ。

3 ふじのくに茶の都ミュージアム ： お茶の産業・文化・学術に関する展示など、お茶に

ついて楽しく学べる機会を提供する博物館で、2018 年３月、島田市に開館。

4 富士山の日 ： 県民が、世界に誇るべき国民の財産であり、豊かな恵みをもたらしてい

る富士山について理解と関心を深め、富士山を愛する多くの人々とともに、富士山憲章

の理念に基づき、富士山を後世に引き継ぐことを期する日として、静岡県が定めた日（２

月23日）。

5 しずおかスポーツフェスティバル ： 県内に居住・勤務・在学している幅広い世代の方

が参加し楽しめる、競技会や簡易ゲーム等のスポーツの祭典。

6 県民スポーツ・レクリエーション祭 ： 障害のある人もない人も、幼児から高齢まで幅

広く、誰もが気軽に取り組むことができる「ニュースポーツ」等を体験できる大会。

7 親子運動遊びプログラム ： 乳幼児期において運動・スポーツに親しむ基礎を培うため

に親子で一緒に行う運動遊びのプログラム（ふじのくにファミリー・プレイ・プログラ

ム（０～３歳児を対象）、ファミリー・チャレンジ・プログラム（４～６歳児を対象）、

ふじのくに運動あそびプログラム（１～３歳児、３～５歳児を対象））。

8 スポーツ人材バンク ： 教育現場でのスポーツ指導者不足を解消するため、中学・高校

の運動部活動や、地域のスポーツ教室で指導者登録した地域の人材を活用する仕組み。

9 子ども読書アドバイザー ： 家庭・地域・学校における読書活動の充実を図るため、各

市町で活躍する「子ども読書」のエキスパート。市町で活動するボランティアの中から、

市町の推薦を受けた読書ボランティアを対象に、県が養成し、認定している。2019年

度までに35市町すべてに配置を完了した。

10 社会に開かれた教育課程 ： 「資質・能力の三つの柱」「カリキュラム・マネジメント」

など、新しい学習指導要領における重要な全ての基盤となる考え方のこと。学習指導要

領改訂は平成28年12月の中央教育審議会答申を踏まえ、基本的なねらいのひとつを

「教育基本法、学校教育法などを踏まえ、これまでの我が国の学校教育の実践や蓄積を

生かし、子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成することを

目指すこと。その際、子供たちに求められる資質・能力とは何かを社会と共有し、連携

する「社会に開かれた教育課程」を重視すること。」として実施された。

11 静岡式35人学級編制 ： 小学校４年生から中学校３年生まで、１学級35人以下の学

級を編制することができるもので、2019（令和元）年度までに下限も撤廃した。小学

校１・２・３年生は国の施策等により35人学級編制を実施した。なお、小学校の学級

編制を35人とする法改正がなされ、2021（令和３）年度から５年間かけて、小学校２

年生から学年進行で実施される。

12 オンリーワン・ハイスクール事業 ： 県立高校の魅力化を図るもので、イノベーション・

ハイスクール、アカデミック・ハイスクール、グローカル・ハイスクール、フューチャ

ー・ハイスクールの４分野で、33校の取組を支援する。
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13 スクールカウンセラー ： 臨床心理等に関して高度な専門的知識を有する者で、児童生

徒の不登校や問題行動等に対応するために派遣される専門家。

14 「食の都」づくり ： 農林水産物の生産数・品質ともに全国トップクラスを誇る県産食

材を生かし、地域で採れた食材を、地域でおいしく、楽しく、美しく、賢くいただく“ふ

じのくに食文化”を創造し、国内外の人々を惹きつけ、憧れの地域にしていく取組。

15 静岡県ふじのくにジュニア防災士 ： 災害から自分の命を守ることができる人、家庭の

防災リーダーとなる人、地域の防災リーダーとして期待される人として、指定講座等を

受講し、知事認証を受けた小学４年生から高校３年生までの児童生徒。

16 ふじのくにアイマップ ： ニート、ひきこもり、不登校等の困難を有する子ども・若者

やその家族の支援に関わる静岡県内の支援団体・相談機関等を紹介したリーフレット

（子供・若者支援機関マップ）。静岡県教育委員会社会教育課ホームページからも閲覧

可能。

17 不登校やニート、ひきこもり等の悩みに個別に応じる合同相談会 ： ニート・ひきこも

り・不登校等の困難を有する子ども・若者やその家族、関係者を対象とした相談会。民

間支援団体、公的支援機関がブースを設置して個々の相談に対応する。

18 スクールソーシャルワーカー ： 社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者のほ

か、教育と福祉の両面に関して専門的な知識や技術を有する者で、問題を抱える児童生

徒の支援に向けて、学校と関係機関等との連携を促し、環境調整を行う専門家。

19 こころの緊急支援チーム ： 学校や学級全体に衝撃がある重大事案等危機発生時に、児

童生徒の心のケアを目的として派遣される専門家チーム。

20 静岡茶の愛飲 ： 静岡茶を飲む機会を確保することにより、児童生徒の健全な心と体を

培うことなどを目的とした「小中学校の児童生徒の静岡茶の愛飲の促進に関する条例」

において、「静岡茶を愛し、毎日の習慣として静岡茶を飲むこと」としている。

21 成年年齢引下げ ： 「民法の一部を改正する法律」の施行（2022年４月１日）に伴い、

成年年齢が18歳に引き下げられる。若者の自己決定権を尊重し、その積極的な社会参

加を促す一方、民法の「未成年者取消権」は行使できなくなるため、消費者トラブルの

増加が想定される。

22 家庭教育支援員 ： 県家庭教育支援基礎講座等で家庭教育支援の知識とスキルを学んだ

地域人材で、主に保護者が集まる場で子育てについて話し合う会を行う。

23 ＷＡＺＡチャレンジ教室 ： 子ども達の「ものづくり」の技術や技能への関心を高める

ため、技能士が小・中学校、特別支援学校等に出向き、「ものづくり体験」を通じて「も

のづくり」の楽しさや面白さを伝える事業。アートモザイク、フラワーアレンジメント、

ミニ屏風、玉子焼き、小座布団などを実施。

24 キャリア・パスポート ： 児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わ

る諸活動について、学級活動及びホームルーム活動を中心として、各教科等と往還し、

自らの学習状況やキャリア形成を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長

を自己評価するためのポートフォリオ。

25 こころざし育成セミナー ： 本県の医療を支える人材育成のために、病院で医師から話

を聞いたり、体験的な活動を行ったりする事業。

26 静岡県技能マイスター ： 優れた技能を有し、後進の指導・育成に尽力している現役の

技能者を認定し、その活動を通して技能者の社会的評価を高めていく制度。

27 静岡Ｕ・Ｉターン就職サポートセンター ： 東京都内に設置。静岡県内の企業等への就

職に向けて、大学生、社会人等を支援する。

28 しずおかジョブステーション ： あらゆる求職者を対象に、就職支援を行う機関であり、

東・中・西部の県民生活センター内に設置。
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29 地域自立支援協議会 ： 相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に係るシステムづ

くりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として市町が共同又は単独で設置

するものです。相談支援事業者や障害福祉サービス事業者、保健・医療関係者、教育・

雇用関係機関、企業、障害者関係団体、学識経験者等で構成され、地域の関係機関によ

るネットワーク構築に向けた協議等を行う。

30 圏域自立支援協議会 ： 障害保健福祉圏域において、市町、相談支援事業者や障害福祉

サービス事業者、特別支援学校、ハローワークなどの関係機関で構成される協議会。市

町自立支援協議会で解決できない広域調整が必要な事項の協議や圏域障害福祉計画の

策定を行う。

31 静岡県子ども・若者支援ネットワーク ： 子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・

若者支援地域協議会として設置。知事部局、教育委員会、警察本部の計14課で構成。

32 市町要保護児童対策地域協議会 ： 児童福祉法に基づき、地方公共団体が、設置する協

議会。虐待を受けた子どもをはじめとする保護を要する子どもの適切な保護を図るた

め、関係機関、関係団体、児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者によ

り構成され、必要な情報の交換や支援の内容に関する協議を行う。

33 静岡県ひきこもり対策連絡協議会 ： ひきこもり支援センターが事務局となり保健、福

祉、教育、労働等の関係機関が情報交換を行い恒常的な連携を図るとともに、総合的な

支援対策の協議を行う。

34 ひとり親サポートセンター ： 母子及び父子並びに寡婦福祉法により、ひとり親及び寡

婦の就業をより効果的に促進するための就業相談、技能講習、就業情報提供といった就

労支援サービスの提供と、生活相談や養育費の取り決めなどの専門相談を実施する。

35 障害者働く幸せ創出センター ： 障害のある人が一般企業や障害者就労施設等で就労す

るかを問わず、働くことを総合的に支援する目的で2010 年５月に県が静岡市葵区呉

服町に開設した拠点施設。

36 アンダンテ ： 「社会的ひきこもり」傾向にある青少年の円滑な社会復帰及びその家族

を支援するために、静岡県教育委員会が男女共同参画センター内に開設した。カウンセ

リング機能とフリースペース機能を備えており、家族会も開催している。

37 夜間中学 ： 様々な理由により義務教育を修了できなかった人、不登校等の理由により

実質的に十分な教育を受けられないまま学校の配慮等により中学校を形式的に卒業し

た人、日本や母国等で９年間の普通教育を修了せずに学齢を超過した外国籍の人を対象

とする中学校。静岡県では、磐田市と三島市の２教場体制で令和５年４月開校予定。

38 交流籍 ： 特別支援学校の児童生徒が、居住する地域の小・中学校と交流するために置

く副次的な籍のこと。

39 ふじのくに福産品一人一品運動 ： 障害のある人が働く障害福祉サービス事業所の製品

である「ふじのくに福産品」（授産品の愛称）の継続的な購入を県民に対して呼び掛け

ることで、障害のある人の工賃向上と経済的な自立を推進する取組。

40 ＡＹＡ世代のがん患者 ： 15歳から39歳のがん患者。AYAはAdolescent＆Young Adult

（思春期・若年成人）を指す言葉。

41 ヤングケアラー ： 家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を

引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未満の

子ども。

42 ゲートキーパー ： 自殺予防の早期対応を図るための人材で、身近で悩んでいる人に気

付き、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ、見守る人。

43 地域日本語教育 ： 地域住民が日本語教育の場に関わる初期日本語教室を、多文化共生

の拠点として設置し、外国人が希望すれば県内のどこに住んでいても、生活に必要な日

本語能力を習得できる体制を構築する取組。
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44 ふじのくにグローバル人材育成基金 ： 国際的に活躍しようとする意欲のある高校生

や、グローバル教育の向上を図る学校及び教職員を、産業界や県民が社会総がかりで支

援するために創設した基金。

45 アントレプレナーシップ教育 ： 急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値を生み出

していく精神（アントレプレナーシップ）を備えた人材の創出を目指すもの。

46 ＳＴＥＡＭ教育 ： ＳＴＥＡＭ はScience（科学）、Technology（技術）、Engineering（工

学）、Arts（リベラル・アーツ＝芸術、文化のみならず、生活、経済、法律、政治、倫

理等を含めたもの）、Mathematics（数学）をさし、ＳＴＥＡＭ教育は、各教科での学習

を実社会での問題発見・解決にいかしていくための教科横断的な教育。

47 スーパーサイエンスハイスクール ： 文部科学省が先進的な科学技術、理科・数学教育

を重点的に行う高等学校を指定する制度で、2021年度においては、全国218校が指定

されている。（本県の指定校は、清水東、浜松工業、静岡市立、静岡北の４校）

48 ＳＰＡＣ ： 公益財団法人静岡県舞台芸術センター（Shizuoka Performing Arts Center）

のことで、静岡県が設立した、国内外で活動する公立劇団。

49 アーツカウンシルしずおか ： 2021年１月に公益財団法人静岡県文化財団内に設置さ

れた。地域資源の活用や社会課題に対応する住民主体のアートプロジェクトの支援を中

心として、そのための方法を開発し、制度を整備することを通じて、まちづくりや観光、

福祉、教育など社会の様々な分野において、創造的な地域づくりに貢献する。

50 （青少年指導者の）級位認定 ： 静岡県教育委員会では、青少年の健全育成のため、青

少年指導者としての資質能力を高める機会を提供し、その実績に基づき初級、中級、上

級の級位を認定している。1972（昭和47）年から開始し、延べ１万人に迫る指導者を

養成している。

51 静岡県教員育成指標 ： 中央教育審議会答申（平成27年12月21日）をうけ、教員が

キャリアステージに応じて身に付けるべき資質や能力の明確化のため、2017年度に策

定した。静岡県教育振興基本計画の改定等を踏まえ、2022年度に改訂した。

52 家庭の日 ： 県では、家族が一緒に過ごし、コミュニケーションを深める日を「家庭の

日」としている。各家庭の実情に応じて、実行可能な日を設けることとし、月に１度以

上の設定を推奨している。

53 コミュニティ・スクール ： 学校運営協議会を設置した学校。地方教育行政の組織及び

運営に関する法律に基づく「学校運営協議会」により、学校、保護者、地域の方が学校

運営に参画する仕組み。

54 地域学校協働活動推進員 ： 学校と地域をつなぐ役割を担う地域人材で、学校と地域が

同じ目標をもって継続的に子供たちの成長を支える地域学校協働活動の準備や運営、学

校と地域との連絡調整（コーディネート）を行う。

55 放課後子供教室 ： 地域住民の参画により、共働き世帯を含むすべての児童を対象に、

無償で安心安全な活動拠点（居場所）を提供し、放課後や週末に学習や体験・交流活動

を行う。

56 ふじさんっこ応援隊 ： 社会全体で子どもや子育てを応援する気運の醸成等を図るた

め、個人、企業、ＮＰＯ、行政等で結成し、それぞれの子育てを応援する活動を広く紹

介する取組。

57 放課後児童クラブ ： 保護者が昼間家庭にいない小学生に対し、授業終了後に適切な遊

びや生活の場を与えて、健全育成を図る事業。

58 ケータイ・スマホルールアドバイザー ： 正しく安全なネット利用等について助言し、

家庭で話し合ってルールを決めることの大切さを保護者に伝えるアドバイザーとして、

ＰＴＡ役員等から養成した人材。
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２ 数値目標（指標）一覧

※数値目標（指標）のうち、静岡県総合計画、静岡県教育振興基本計画、ふじさんっこ応援プランのいずれか

に掲載されているものは、表の右端に示しています。（総・・・総合計画、教・・・教育振興基本計画、ふ・・・

ふじさんっこ応援プラン）

通 番 施 策 指 標 基 準 値 目 標 値
掲載

計画

基本方針１ すべての子ども・若者の健やかな成長に向けた支援

1.1 自己形成のための支援

1 1.1.1.1
困っている人を見かけた際に

声をかけたことがある県民の割合

（2021年度）

33.0％
40％ 総

2 1.1.1.1 人権啓発講座等参加人数
（2020年度）

18,940人

毎年度

30,000人
総

3 1.1.1.1
人権教育に関する校内研修を

実施した学校の割合

（2020年度）

小99.4％ 中95.9％

高94.1％ 特100％

毎年度

100％
教

4 1.1.1.1
「自分にはよいところがある

と思う」児童生徒の割合

（2019年度）

小 83.7％

中 77.6％

小 80.0％

中 78.5％
ー

5 1.1.1.2
１年間に文化・芸術の鑑賞・

活動を行った人の割合

(2021年度)

41.6％
75％ 総

6 1.1.1.2
県内施設・大会等でスポーツを

する人・観る人の人数

(2019年度)

14,344,670人
16,500,000人 総

7 1.1.1.2

富士山の世界文化遺産として

の顕著な普遍的価値を理解し

ている人の割合

(2020年度）

25％
50％

総

教

8 1.1.1.2
成人の週１回以上のスポーツ

実施率

(2020年度）

57.7％
70％

総

教

9 1.1.1.2
新体力テストで全国平均を上

回った種目の割合

(2020年度）

小52.1％ 中63.0％

高92.6％

小100％ 中100％

高100％
教

10 1.1.1.3 県民の公立図書館利用登録率
(2020年度）

49.3 ％
52％

総

教

11 1.1.1.3
静岡県生涯学習情報発信シス

テム「まなぼっと」ユーザー数

(2020年度）

16,355人

毎年度

20,000人
教

12 1.1.2.2

授業にＩＣＴを活用して習熟

度別学習や協働学習など専門

的な指導ができる教員の割合

（2020年度）

65.7％
100％

総

教

13 1.1.2.5

ふじのくに地域・大学コンソー

シアム等による地域課題解決

提案数

（2017～2020年度）

累計 101件

（2022年～2025年度）

累計 100件

総

教
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通 番 施 策 指 標 基 準 値 目 標 値
掲載

計画

1.2 健康と安全・安心の確保

14 1.2.1.2
スクールカウンセラーへの

相談件数

（2020年度）

小57,145件

中54,131件

高5,642件

小60,000件

中55,000件

高 5,800件

ー

15 1.2.1.4

ＳＮＳに起因する子どもの

性被害防止に向けた

非行防止教室の開催回数

（５年平均）

956回
毎年1,100回 総

16 1.2.2.1
「食の都」づくりに関する

表彰数

（2018～2021年度）

累計76個人・団体

（2022～2025年度）

累計70個人・団体
総

17 1.2.2.1

栄養バランスのとれた朝食を

とっている幼児児童生徒の

割合

（2020年度）

幼 39.1％ 小 46.8％

中 47.3％ 高 48.7％

幼 50％ 小 55％

中 50％ 高 50％
教

18 1.2.2.2
薬物乱用防止に関する講習会

未開催校数

（2020年度）

21校
０校 総

19 1.2.3.1
静岡県ふじのくにジュニア

防災士養成講座受講者数

(2020年度)

11,048人

毎年度

30,000人
総

20 1.2.3.1
地域で行われた防災訓練への

児童生徒の参加率

（2020年度）

―
100％

総

教

21 1.2.3.1 刑法犯認知件数
（2020年）

15,370件
12,000件以下 総

22 1.2.3.3 労働法セミナー受講者数
（2020年度）

369人

毎年度

450人
総

23 1.2.3.4 消費生活相談における被害額
(2020年度）

329千円/人
280千円/人以下 総

1.3 若者の職業的自立と就労支援、社会参画への支援

24 1.3.1.1 新規就農者数
（2020年度）

283人

毎年度

300人
教

25 1.3.1.1 林業への新規就業者
（2020年度）

81人

毎年度

100人
ー

26 1.3.1.1
漁業高等学園卒業後の

漁業就業者数

（2020年度）

16人

毎年度

15人
総

27 1.3.1.1
ＷＡＺＡチャレンジ教室

参加者数

（2020年度）

1,926人

毎年度

2,400人
総

28 1.3.1.1
「キャリア・パスポート」を

活用して指導した学校の割合
―

毎年度

100％

総

教

29 1.3.1.2
県内出身大学生のUターン

就職率

(2020年度)

36.7％
43％ 総

30 1.3.1.3
一般労働者の年間総実労働時

間（５人以上事業所）

（2020年）

1,935時間

毎年

2,006時間以下
総

31 1.3.2.1

地域社会等でボランティア

活動に参加したことがある

児童生徒の割合

（2020年度）

小22.7％ 中32.3％
小45％ 中65％ 教

32 1.3.2.1
「わたしの主張」静岡県大会へ

の参加者数

（2021年度）

12,300人

毎年度

13,000人
教

33 1.3.2.2
献血者確保目標人数に対する

献血受付者数の割合

（2020年度）

99％
100％ 総
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通 番 施 策 指 標 基 準 値 目 標 値
掲載

計画

基本方針２ 困難を有する子ども・若者やその家族の支援

2.1 重層的な支援ネットワークの構築とアウトリーチの充実

34 2.1.1
市町職員等を対象にした研修会

の参加人数
―

毎年度

35人
ー

35 2.1.2
包括的相談支援体制の整備を

行った市町数

（2020年度）

15市町

（2024年度までに）

35市町
総

2.2 困難な状況ごとの支援

36 2.2.1.1

不登校等の課題を抱えていた

児童生徒が適切な支援により、

改善傾向に向かった割合

(2020年度)

高46.1％
50％ 教

37 2.2.1.1

「不登校やニート、ひきこもり

等の悩みに個別に応じる合同

相談会」相談件数

（2021年度）

359件
950件 ー

38 2.2.1.2
スクールソーシャルワーカー

の対応児童生徒数

(2020年度)

小中 3,194人
小中 3,500人 ー

39 2.2.1.3
生活保護世帯の子どもの

高等学校等進学率

（2020年度）

88.5％
98.6％ 総

40 2.2.1.3
養育費の取決めをした人の

割合

（2019年度）

65％
70％

総

ふ

41 2.2.1.4
ひとり親サポートセンターに

よる就職率

（2020年度）

39.8％
55.0％

総

ふ

42 2.2.2.1

特別な支援が必要な幼児児童

生徒のうち個別の指導計画が

作成されている人数の割合

(2018年度)

幼91.1％ 小89.3％

中94.2％ 高46.0％

幼100％ 小100％

中100％ 高 75％

総

教

43 2.2.2.3
障害者働く幸せ創出センター

の年間受発注仲介件数

（2020年度）

1,071件
1,200件 総

44 2.2.2.3 障害者雇用率
（2021年度）

2.28％
2.40％ 総

45 2.2.3.3 虐待による死亡児童数
(2020年度)

０人

毎年度

０人
総

46 2.2.4 自殺による死亡者数
（2020年）

583人
500人未満 総

47 2.2.4

外国人児童生徒等に対して、

必要な支援が実現できている

学校の割合

(2020年度)

小90.9％ 中91.3％

高89.5％ 特100％

毎年度

100％
教

基本方針３ 夢の実現を目指す子ども・若者の支援

3.1 グローバル社会で活躍する人材の育成

48 3.1.2.1
地域日本語教育を通じて多文化

共生の場づくりに取り組む市町数

(2020年度)

４市町
19市町 総

49 3.1.2.1
ふじのくにグローバル人材

育成基金による海外交流者数

(2017～2020年度)

累計688人

（2022～2025年度）

累計1,000人

総

教

50 3.1.2.1
グローバルハイスクール

指定校数

（2021年度）

３校
延べ21校

総

教

51 3.1.2.2
県内高等教育機関から海外へ

の留学生数

(2020年度）

19人
1,000人

総

教

52 3.1.2.2 外国人留学生数
(2020.5.1)

3,939人
5,000人

総

教

64



通 番 施 策 指 標 基 準 値 目 標 値
掲載

計画

53 3.1.3
環境保全活動を実践している

若者世代の割合

（2021年度）

77.4％
78％ 総

54 3.1.3 水の出前教室実施回数
（2020年度）

140回

毎年度

140回

総

教

55 3.1.3
森林環境教育指導者養成人数

（養成講座修了者数）

（2020年度）

51人
150人 総

56 3.1.4
｢自然科学やものづくりに関心が

ある｣と答える生徒の割合

（2020年度）

56.1％
75％

総

教

3.2 スポーツと文化芸術活動の振興

57 3.2.1
アスリート等を派遣してのク

リニックへの参加人数

（2020年度）

222人

（2022～2025年度合計）

10,000人
ー

基本方針４ 子ども・若者の健やかな成長を支える担い手の養成・支援

4.1 多様な担い手の養成・支援

58 4.1.1
養成した青少年指導者の

延べ活動回数

(2020年度)

2,953回
4,800回 ー

59 4.1.1
市町における地域の青少年

声掛け運動実施率

(2020年度末）

82.9％
100％ 総

60 4.1.2
青少年ピアカウンセラー

養成講座修了者数

（2021年度）

10人

毎年度

30人
ー

4.2 教員の資質能力の向上

61
4.2.1

4.2.2

「静岡県教員育成指標」を

活用した教員の割合

（2020年度）

85.6％
100％ 教

62 4.2.1
全国規模の学力調査で全国平

均を上回る科目の割合

（2021年度）

小０％ 中100％
小100％ 中100％

総

教

基本方針５ 子ども・若者の健やかな成長に向けた社会環境の整備

5.1 地域、学校、家庭の連携と子育て支援の充実

63 5.1.1
家庭教育支援活動を実施した

園・学校の割合

(2020年度）

73.0％

毎年度

90％

総

教

64 5.1.2.2

小中学校における地域学校協

働本部の整備率（政令市を除

く）

（2020年度）

63％
85％

総

教

65 5.1.3 保育所等待機児童数
（2021年度）

61人
０人 総

5.2 良好な社会環境の整備

66 5.2.2.1
ケータイ・スマホルールアドバ

イザーによる啓発人数

（2020年度）

9,679人

毎年度

18,000人

総

教

67 5.2.2.2
依存症相談支援に携わる従事

者向け研修の参加人数

（2017～2020年度）

累計 258人

（2022～2025年度）

累計316人
総
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３ 子ども・若者育成支援推進法

（平成二十一年七月八日法律第七十一号）

第一章 総則（第一条―第六条）

第二章 子ども・若者育成支援施策（第七条

―第十四条）

第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営

むことができるようにするための支

援（第十五条―第二十五条）

第四章 子ども・若者育成支援推進本部（第

二十六条―第三十三条）

第五章 罰則（第三十四条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、子ども・若者が次代の社

会を担い、その健やかな成長が我が国社会の

発展の基礎をなすものであることにかんがみ、

日本国憲法及び児童の権利に関する条約の理

念にのっとり、子ども・若者をめぐる環境が

悪化し、社会生活を円滑に営む上での困難を

有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあ

ることを踏まえ、子ども・若者の健やかな育

成、子ども・若者が社会生活を円滑に営むこ

とができるようにするための支援その他の取

組（以下「子ども・若者育成支援」という。）

について、その基本理念、国及び地方公共団

体の責務並びに施策の基本となる事項を定め

るとともに、子ども・若者育成支援推進本部

を設置すること等により、他の関係法律によ

る施策と相まって、総合的な子ども・若者育

成支援のための施策（以下「子ども・若者育

成支援施策」という。）を推進することを目的

とする。

（基本理念）

第二条 子ども・若者育成支援は、次に掲げる

事項を基本理念として行われなければならな

い。

一 一人一人の子ども・若者が、健やかに成長

し、社会とのかかわりを自覚しつつ、自立し

た個人としての自己を確立し、他者とともに

次代の社会を担うことができるようになるこ

とを目指すこと。

二 子ども・若者について、個人としての尊厳

が重んぜられ、不当な差別的取扱いを受ける

ことがないようにするとともに、その意見を

十分に尊重しつつ、その最善の利益を考慮す

ること。

三 子ども・若者が成長する過程においては、

様々な社会的要因が影響を及ぼすものである

とともに、とりわけ良好な家庭的環境で生活

することが重要であることを旨とすること。

四 子ども・若者育成支援において、家庭、学

校、職域、地域その他の社会のあらゆる分野

におけるすべての構成員が、各々の役割を果

たすとともに、相互に協力しながら一体的に

取り組むこと。

五 子ども・若者の発達段階、生活環境、特性

その他の状況に応じてその健やかな成長が図

られるよう、良好な社会環境（教育、医療及

び雇用に係る環境を含む。以下同じ。）の整備

その他必要な配慮を行うこと。

六 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、

雇用その他の各関連分野における知見を総合

して行うこと。

七 修学及び就業のいずれもしていない子ど

も・若者その他の子ども・若者であって、社

会生活を円滑に営む上での困難を有するもの

に対しては、その困難の内容及び程度に応じ、

当該子ども・若者の意思を十分に尊重しつつ、

必要な支援を行うこと。

（国の責務）

第三条 国は、前条に定める基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、子ども・若者

育成支援施策を策定し、及び実施する責務を

有する。

（地方公共団体の責務）

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

子ども・若者育成支援に関し、国及び他の地

方公共団体との連携を図りつつ、その区域内

における子ども・若者の状況に応じた施策を

策定し、及び実施する責務を有する。

（法制上の措置等）

第五条 政府は、子ども・若者育成支援施策を

実施するため必要な法制上又は財政上の措置

その他の措置を講じなければならない。
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（年次報告）

第六条 政府は、毎年、国会に、我が国におけ

る子ども・若者の状況及び政府が講じた子ど

も・若者育成支援施策の実施の状況に関する

報告を提出するとともに、これを公表しなけ

ればならない。

第二章 子ども・若者育成支援施策

（子ども・若者育成支援施策の基本）

第七条 子ども・若者育成支援施策は、基本理

念にのっとり、国及び地方公共団体の関係機

関相互の密接な連携並びに民間の団体及び国

民一般の理解と協力の下に、関連分野におけ

る総合的な取組として行われなければならな

い。

（子ども・若者育成支援推進大綱）

第八条 子ども・若者育成支援推進本部は、子

ども・若者育成支援施策の推進を図るための

大綱（以下「子ども・若者育成支援推進大綱」

という。）を作成しなければならない。

２ 子ども・若者育成支援推進大綱は、次に掲

げる事項について定めるものとする。

一 子ども・若者育成支援施策に関する基本

的な方針

二 子ども・若者育成支援施策に関する次に

掲げる事項

イ 教育、福祉、保健、医療、矯正、更生

保護、雇用その他の各関連分野における

施策に関する事項

ロ 子ども・若者の健やかな成長に資する

良好な社会環境の整備に関する事項

ハ 第二条第七号に規定する支援に関する

事項

ニ イからハまでに掲げるもののほか、子

ども・若者育成支援施策に関する重要事

項

三 子ども・若者育成支援施策を総合的に実

施するために必要な国の関係行政機関、地

方公共団体及び民間の団体の連携及び協力

に関する事項

四 子ども・若者育成支援に関する国民の理

解の増進に関する事項

五 子ども・若者育成支援施策を推進するた

めに必要な調査研究に関する事項

六 子ども・若者育成支援に関する人材の養

成及び資質の向上に関する事項

七 子ども・若者育成支援に関する国際的な

協力に関する事項

八 前各号に掲げるもののほか、子ども・若

者育成支援施策を推進するために必要な事

項

３ 子ども・若者育成支援推進本部は、第一項

の規定により子ども・若者育成支援推進大綱

を作成したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。これを変更したときも、

同様とする。

（都道府県子ども・若者計画等）

第九条 都道府県は、子ども・若者育成支援推

進大綱を勘案して、当該都道府県の区域内に

おける子ども・若者育成支援についての計画

（以下この条において「都道府県子ども・若

者計画」という。）を作成するよう努めるもの

とする。

２ 市町村は、子ども・若者育成支援推進大綱

（都道府県子ども・若者計画が作成されてい

るときは、子ども・若者育成支援推進大綱及

び都道府県子ども・若者計画）を勘案して、

当該市町村の区域内における子ども・若者育

成支援についての計画（次項において「市町

村子ども・若者計画」という。）を作成するよ

う努めるものとする。

３ 都道府県又は市町村は、都道府県子ども・

若者計画又は市町村子ども・若者計画を作成

したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ

ばならない。これを変更したときも、同様と

する。

（国民の理解の増進等）

第十条 国及び地方公共団体は、子ども・若者

育成支援に関し、広く国民一般の関心を高め、

その理解と協力を得るとともに、社会を構成

する多様な主体の参加による自主的な活動に

資するよう、必要な啓発活動を積極的に行う

ものとする。

（社会環境の整備）

第十一条 国及び地方公共団体は、子ども・若

者の健やかな成長を阻害する行為の防止その

他の子ども・若者の健やかな成長に資する良

好な社会環境の整備について、必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。
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（意見の反映）

第十二条 国は、子ども・若者育成支援施策の

策定及び実施に関して、子ども・若者を含め

た国民の意見をその施策に反映させるために

必要な措置を講ずるものとする。

（子ども・若者総合相談センター）

第十三条 地方公共団体は、子ども・若者育成

支援に関する相談に応じ、関係機関の紹介そ

の他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点

（第二十条第三項において「子ども・若者総

合相談センター」という。）としての機能を担

う体制を、単独で又は共同して、確保するよ

う努めるものとする。

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）

第十四条 国は、子ども・若者育成支援施策に

関し、地方公共団体が実施する施策及び民間

の団体が行う子ども・若者の社会参加の促進

その他の活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。

第三章 子ども・若者が社会生活を円滑に営む

ことができるようにするための支援

（関係機関等による支援）

第十五条 国及び地方公共団体の機関、公益社

団法人及び公益財団法人、特定非営利活動促

進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に

規定する特定非営利活動法人その他の団体並

びに学識経験者その他の者であって、教育、

福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用そ

の他の子ども・若者育成支援に関連する分野

の事務に従事するもの（以下「関係機関等」

という。）は、修学及び就業のいずれもしてい

ない子ども・若者その他の子ども・若者であ

って、社会生活を円滑に営む上での困難を有

するものに対する次に掲げる支援（以下この

章において単に「支援」という。）を行うよう

努めるものとする。

一 社会生活を円滑に営むことができるよう

にするために、関係機関等の施設、子ども・

若者の住居その他の適切な場所において、必

要な相談、助言又は指導を行うこと。

二 医療及び療養を受けることを助けること。

三 生活環境を改善すること。

四 修学又は就業を助けること。

五 前号に掲げるもののほか、社会生活を営む

ために必要な知識技能の習得を助けること。

六 前各号に掲げるもののほか、社会生活を円

滑に営むことができるようにするための援助

を行うこと。

２ 関係機関等は、前項に規定する子ども・若

者に対する支援に寄与するため、当該子ど

も・若者の家族その他子ども・若者が円滑な

社会生活を営むことに関係する者に対し、相

談及び助言その他の援助を行うよう努めるも

のとする。

（関係機関等の責務）

第十六条 関係機関等は、必要な支援が早期か

つ円滑に行われるよう、次に掲げる措置をと

るとともに、必要な支援を継続的に行うよう

努めるものとする。

一 前条第一項に規定する子ども・若者の状況

を把握すること。

二 相互に連携を図るとともに、前条第一項に

規定する子ども・若者又は当該子ども・若者

の家族その他子ども・若者が円滑な社会生活

を営むことに関係する者を必要に応じて速や

かに適切な関係機関等に誘導すること。

三 関係機関等が行う支援について、地域住民

に周知すること。

（調査研究の推進）

第十七条 国及び地方公共団体は、第十五条第

一項に規定する子ども・若者が社会生活を円

滑に営む上での困難を有することとなった原

因の究明、支援の方法等に関する必要な調査

研究を行うよう努めるものとする。

（人材の養成等）

第十八条 国及び地方公共団体は、支援が適切

に行われるよう、必要な知見を有する人材の

養成及び資質の向上並びに第十五条第一項各

号に掲げる支援を実施するための体制の整備

に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

（子ども・若者支援地域協議会）

第十九条 地方公共団体は、関係機関等が行う

支援を適切に組み合わせることによりその効

果的かつ円滑な実施を図るため、単独で又は

共同して、関係機関等により構成される子ど

も・若者支援地域協議会（以下「協議会」と

いう。）を置くよう努めるものとする。
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２ 地方公共団体の長は、協議会を設置した

ときは、内閣府令で定めるところにより、そ

の旨を公示しなければならない。

（協議会の事務等）

第二十条 協議会は、前条第一項の目的を達す

るため、必要な情報の交換を行うとともに、

支援の内容に関する協議を行うものとする。

２ 協議会を構成する関係機関等（以下「構成

機関等」という。）は、前項の協議の結果に基

づき、支援を行うものとする。

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及

び協議を行うため必要があると認めるとき、

又は構成機関等による支援の実施に関し他の

構成機関等から要請があった場合において必

要があると認めるときは、構成機関等（構成

機関等に該当しない子ども・若者総合相談セ

ンターとしての機能を担う者を含む。）に対し、

支援の対象となる子ども・若者に関する情報

の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求

めることができる。

（子ども・若者支援調整機関）

第二十一条 協議会を設置した地方公共団体

の長は、構成機関等のうちから一の機関又は

団体を限り子ども・若者支援調整機関（以下

「調整機関」という。）として指定することが

できる。

２ 調整機関は、協議会に関する事務を総括す

るとともに、必要な支援が適切に行われるよ

う、協議会の定めるところにより、構成機関

等が行う支援の状況を把握しつつ、必要に応

じて他の構成機関等が行う支援を組み合わせ

るなど構成機関等相互の連絡調整を行うもの

とする。

（子ども・若者指定支援機関）

第二十二条 協議会を設置した地方公共団体

の長は、当該協議会において行われる支援の

全般について主導的な役割を果たす者を定め

ることにより必要な支援が適切に行われるこ

とを確保するため、構成機関等（調整機関を

含む。）のうちから一の団体を限り子ども・若

者指定支援機関（以下「指定支援機関」とい

う。）として指定することができる。

２ 指定支援機関は、協議会の定めるところに

より、調整機関と連携し、構成機関等が行う

支援の状況を把握しつつ、必要に応じ、第十

五条第一項第一号に掲げる支援その他の支援

を実施するものとする。

（指定支援機関への援助等）

第二十三条 国及び地方公共団体は、指定支援

機関が前条第二項の業務を適切に行うことが

できるようにするため、情報の提供、助言そ

の他必要な援助を行うよう努めるものとする。

２ 国は、必要な支援があまねく全国において

効果的かつ円滑に行われるよう、前項に掲げ

るもののほか、指定支援機関の指定を行って

いない地方公共団体（協議会を設置していな

い地方公共団体を含む。）に対し、情報の提供、

助言その他必要な援助を行うものとする。

３ 協議会及び構成機関等は、指定支援機関に

対し、支援の対象となる子ども・若者に関す

る情報の提供その他必要な協力を行うよう努

めるものとする。

（秘密保持義務）

第二十四条 協議会の事務（調整機関及び指定

支援機関としての事務を含む。以下この条に

おいて同じ。）に従事する者又は協議会の事務

に従事していた者は、正当な理由なく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。

（協議会の定める事項）

第二十五条 第十九条から前条までに定める

もののほか、協議会の組織及び運営に関し必

要な事項は、協議会が定める。

第四章 子ども・若者育成支援推進本部

（設置）

第二十六条 内閣府に、特別の機関として、子

ども・若者育成支援推進本部（以下「本部」

という。）を置く。

（所掌事務等）

第二十七条 本部は、次に掲げる事務をつかさ

どる。

一 子ども・若者育成支援推進大綱を作成し、

及びその実施を推進すること。

二 前号に掲げるもののほか、子ども・若者育

成支援に関する重要な事項について審議する

こと。

三 前二号に掲げるもののほか、他の法令の規

定により本部に属させられた事務
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２ 本部は、前項第一号に掲げる事務を遂行す

るため、必要に応じ、地方公共団体又は協議

会の意見を聴くものとする。

（組織）

第二十八条 本部は、子ども・若者育成支援推

進本部長、子ども・若者育成支援推進副本部

長及び子ども・若者育成支援推進本部員をも

って組織する。

（子ども・若者育成支援推進本部長）

第二十九条 本部の長は、子ども・若者育成支

援推進本部長（以下「本部長」という。）とし、

内閣総理大臣をもって充てる。

２ 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職

員を指揮監督する。

（子ども・若者育成支援推進副本部長）

第三十条 本部に、子ども・若者育成支援推進

副本部長（以下「副本部長」という。）を置き、

内閣官房長官並びに内閣府設置法（平成十一

年法律第八十九号）第九条第一項に規定する

特命担当大臣であって同項の規定により命を

受けて同法第四条第一項第十四号に掲げる事

項に関する事務及びこれに関連する同条第三

項に規定する事務を掌理するものをもって充

てる。

２ 副本部長は、本部長の職務を助ける。

（子ども・若者育成支援推進本部員）

第三十一条 本部に、子ども・若者育成支援推

進本部員（次項において「本部員」という。）

を置く。

２ 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 国家公安委員会委員長

二 総務大臣

三 法務大臣

四 文部科学大臣

五 厚生労働大臣

六 経済産業大臣

七 前各号に掲げるもののほか、本部長及び副

本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理

大臣が指定する者

（資料提出の要求等）

第三十二条 本部は、その所掌事務を遂行する

ために必要があると認めるときは、関係行政

機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。

２ 本部は、その所掌事務を遂行するために特

に必要があると認めるときは、前項に規定す

る者以外の者に対しても、必要な協力を依頼

することができる。

（政令への委任）

第三十三条 第二十六条から前条までに定め

るもののほか、本部の組織及び運営に関し必

要な事項は、政令で定める。

第五章 罰則

第三十四条 第二十四条の規定に違反した者

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して一

年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。

（検討）

第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過

した場合において、我が国における子ども・

若者をめぐる状況及びこの法律の施行の状況

を踏まえ、子ども・若者育成支援施策の在り

方について検討を加え、必要があると認める

ときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。

70



（令和３年度版 子供若者白書による）
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４ 子供・若者育成支援援推進大綱概要（子ども・若者育成支援推進本部（2021年４月））

（令和３年度版 子供若者白書による）

【１】 社会全体の状況（子供・若者の健全育成に関する主な社会課題）

【２】 子供・若者が過ごす「場」ごとの状況

子供・若者育成支援推進大綱（概要）
～全ての子ども・若者が自らの居場所を得て、成⾧・活躍できる社会を目指して～

令和３（2021）年４月６日 子ども・若者育成支援推進本部決定

１．子供・若者を取り巻く状況

生命・安全の危機 孤独・孤立の顕在化 低いWell-being 格差拡大への懸念

持続可能で多様性・包摂性のある社会づくり

リアルな体験の充実とデジタル・トランスフォーメーション（DX）の両面展開

成年年齢の引下げ 人権・権利の保障 ポストコロナ時代の国家・社会の形成者育成

家 庭

虐待、貧困、ひきこもり、ヤングケアラー等が社会問題化。コロナ禍は困難を抱える家庭に特に深刻な影

響を与える一方、「増えた家族との時間を保ちたい」とする者が多いなど、家族観の前向きな変化も。

学 校

特別支援教育や日本語指導が必要な者が増加するなど、児童生徒は多様化。

自殺、不登校、いじめなど生徒指導上の課題が深刻化。学校現場の負担は年々増大。

地 域

近所付き合いの減少など住民のつながりの希薄化、地域活動の担い手の高齢化・固定化等が指摘され

る一方、コロナ禍で若者の地方移住への関心が高まり、都心部からの転出の動きも。

情報通信環境（ネット空間）

教育や行政、医療などあらゆる分野でデジタル化が加速し、ネットの利活用が進む一方、SNSに起因す

る犯罪被害、誹謗中傷等の弊害も深刻化。

就業（働く場）

近年、若者の失業率や平均賃金、非正規雇用者の割合等は改善傾向にあったが、若年無業者の増加

などコロナ禍で悪化が懸念。一方、テレワークが急速に普及するなど、新たな働き方の動きも。
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① 全ての子供・若者の健やかな育成

② 困難を有する子供・若者やその家族の支援

参考

【自殺】 児童生徒の自殺者数 【児童虐待】 児童相談所における児童虐待相談対応件数

2016年 320人 2015年度 約10.3万件

2020年 499人 2019年度 約19.4万件
［警視庁自殺統計原票データより厚生労働省作成］ ［厚生労働省「福祉行政報告例」］

【いじめ】 いじめの重大事態 【不登校】 小・中学校における不登校児童生徒数

2015年度 314件 2015年度 約12.6万人

2019年度 723件 2019年度 約18.1万人
［文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒

指導上の諸課題に関する調査」］

［文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校

等生徒指導上の諸課題に関する調査」］

【貧困】 18歳未満の子供の相対的貧困率 【若年無業

者】

15～39歳人口に占める無業者の割合

2012年 16.3％ 2015年 2.1％

2018年 13.5％ 2020年 2.7％
［厚生労働省「国民生活基礎調査」］ ［総務省「労働力調査」］

【SNS被害】 SNSに起因する事犯の被害児童数 【近所づきあい】 現在の地域での付き合いの頻度

2015年 1,652人 2017年 67.0％

2020年 1,819人 2020年 65.4％
［警視庁「少年非行、児童虐待及び子供の性被害の

状況」］

※「付き合っている」と回答した割合

［内閣府「社会意識に関する世論調査」］

２．子供・若者育成支援の基本的な方針と基本施策

全ての子供・若者が、かけがえのない幼年・若年期を健やかに過ごすことができ、かつ人生100年時代、絶え

間ない変化の時代を幸せ（Well-being）に、自立して生き抜く基礎を形成できるよう、育成する。

【基本施策】

自然・文化体験の充実と１人１台ICT環境の有効活用、少人数学級の実施、健康・安全教育、消費者教

育の推進、社会形成に参画する態度、若者の雇用安定化 等

困難を有する子供・若者が、速やかに困難な状態から脱し、あるいは困難な状況を軽減・コントロールしつつ

成⾧・活躍していけるよう、家族を含め、誰ひとり取り残さず、かつ非常時においても途切れることなく支援す

る。

【基本施策】

担当大臣のリーダーシップの下での孤独・孤立対策、

自殺、虐待、貧困等への対策、複合的課題への包括的支援、SNS相談やアウトリーチの充実、SOSを出

し、受け止める力の育成 等
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③ 創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援

④ 子供・若者の成⾧のための社会環境の整備

⑤ 子供・若者の成⾧を支える担い手の養成・支援

子供・若者が、一人一人異なる⾧所を伸ばし、特技を磨き、才能を開花させ、世界や日本、地域社会の未

来を切り拓いていけるよう、応援する。

【基本施策】

STEAM（Science, Technology, Engineering, Art, Mathmatics）教育、起業家教育、“出る杭”の

応援、地方移住、地域貢献活動の促進 等

家庭、学校、地域等が、子供・若者の成⾧の場として、安心・安全な居場所として、Well-beingの観点から

より良い環境となるよう、社会全体、地域全体で子供・若者を育てる機運を高め、ネットワークを整え、活動を

促進する。

【基本施策】

多様な居場所づくり、子育て支援、家庭教育支援、地域と学校の協働、ネット利用の適正化、働き方改革、

テレワーク、子供・若者への投資の推進 等

教育・心理・福祉等の専門人材から、地域の身近な大人、ひいては当事者たる子供・若者自身に至るまで、

多様な担い手を養成・確保するとともに、それぞれの連携・協働の下、持続的な活躍が可能となるよう、支援

する。

【基本施策】

企業等の参画促進、教師の資質能力の向上、専門や地域を超えた共助の推進、先端技術・データの活用

（Child-Youth Tech） 等

3．施策の推進体制

▶子供・若者の多様化や課題の複雑化、孤独・孤立やWell-beingの観点等を踏まえ、多様なデータを参

考指標（子供・若者インデックス）に設定。それらを可視化した子供・若者インデックスボードを作成し、

総合的・多面的な評価、社会全体での支援推進に活用。

▶子供・若者育成支援施策等の形成過程において子供・若者の意見が積極的かつ適切に反映されるよ

う、審議会等の委員構成に配慮するとともに、インターネットによる意見募集等を推進。

▶総理のリーダーシップの下に縦割りを超え、関係行政機関・組織相互間の緊密な連携・協力、施策相互

間の十分な調整を図る。

▶大綱の期間はおおむね５年（令和3～7年度）としつつ、社会情勢、政策動向等に応じ適時改定。３

年目に中間評価を新たに実施。政策的に関連の深い他の大綱等の見直し状況を踏まえ終期を判断。
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５ 静岡県青少年問題協議会設置条例

制定 昭和28年10月13日条例第58号

改正 昭和35年７月13日 条例第25号

平成12年12月26日条例第67号

平成26年３月28日 条例第14号

静岡県青少年問題協議会設置条例をここに公

布する。

静岡県青少年問題協議会設置条例

（設置）

第１条 地方青少年問題協議会法（昭和28年

法律第83号）第１条の規定に基づき、静岡

県青少年問題協議会（以下「協議会」という。）

を置く。

一部改正〔平成12年条例第67号〕

（所掌事務）

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつか

さどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に
・ ・ ・

関する総合的施策の樹立につき、必要な事項

を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及びきょう正に
・ ・ ・

関する総合的施策の適切な実施を期するため

に必要な関係行政機関相互の連絡調整を図る

こと。

一部改正〔昭和35年条例第25号〕

（組織）

第３条 協議会は、委員25人以内で組織する。

２ 委員は、県議会の議員、関係行政機関の職

員及び学識経験がある者（家庭裁判所の職員

を含む。以下同じ。）のうちから、知事が任命

又は委嘱する。

３ 前項の規定により、学識経験がある者のう

ちから任命又は委嘱された委員の任期は、２

年とする。ただし、欠員が生じたときの補欠

の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

４ 前項の委員は、再任されることができる。

５ 協議会に会長を置き、委員の互選によつて

これを定める。

６ 会長は、会務を総理する。

７ 協議会に副会長１人を置き、委員の互選に

よつてこれを定める。

８ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があ

るときは、その職務を代理する。

９ 協議会に、専門事項を調査させるため必要

があるときは、専門委員を置くことができ

る。

10 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識

経験がある者のうちから、知事が任命又は

委嘱する。

11 委員及び専門委員は、非常勤とする。

一部改正〔平成12年条例第67号〕

（委任）

第４条 この条例の施行について必要な事項は、

別に知事が定める。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ 静岡県附属機関設置条例（昭和27年静岡

県条例第60号）

別表中

「

」を削る。

附 則（昭和35年７月13日 条例第25号）

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和3

5年４月１日から適用する。

２ この条例施行の際、従前の規定及び様式に

より取り扱ったものは、この条例の改正

規定及び様式により取り扱ったものとみなす。

３ この条例施行の際、従前の規定及び様式に

より作成した帳簿、用紙等は、当分の間、

使用できるものとする。

附 則（平成12年12月26日条例第67号）

１ この条例は、平成13年１月６日から施行

する。

附 則（平成26年３月28日条例第14号）

１ この条例は、平成26年４月１日から施行

する。

静岡県青

少年問題

対策協議

会

青少年の指導、保護及び矯正

についての総合的施策に関

する事項の調査審議に関す

る事務
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６ 静岡県青少年対策本部設置規則

昭和41年 4月22日

静岡県規則第18号

最終改正 令和２年３月27日規則第８号

静岡県青少年対策本部設置規則をここに制定

する。

静岡県青少年対策本部設置規則

（設置）

第１条 青少年行政に関する基本的方針を確立

し、国、市町及び関係行政機関相互の連絡調

整を図るとともに、青少年対策の効果的な実

施を促進するため、静岡県青少年対策本部（以

下『青少年対策本部』という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 青少年対策本部の所掌事務は、次のと

おりとする。

(1) 青少年行政に関する総合的かつ基本的な

施策の樹立に関すること。

(2) 青少年行政に係る関係行政機関相互の総

合調整に関すること。

(3) その他青少年行政の推進に関すること。

（組織）

第３条 青少年対策本部に、本部長、副本部長、

委員及び幹事を置く。

２ 本部長は知事を、副本部長は副知事をもっ

て充てる。

３ 委員は、政策推進担当部長、くらし・環境

部長、スポーツ・文化観光部長、健康福祉部

長、経済産業部長、教育長及び警察本部長を

もって充てる。

４ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、

知事が任命する。

（職務）

第４条 本部長は、青少年対策本部に関する事

務を総理する。

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事

故あるときは、その職務を代理する。

３ 委員は本部長及び副本部長を、幹事は本部

長、副本部長及び委員を補佐し、それぞれ分

担事務を処理する。

（その他）

第５条 青少年対策本部の庶務は、教育委員会

事務局社会教育課において処理する。

第６条 この規則に定めるもののほか、青少年

対策本部の運営に関し必要な事項は、別に定

める。

附 則

この規則は、令和２年４月１日から施行する。

【静岡県青少年対策本部 本部員・幹事一覧】

１ 本部員

２ 幹事

番号 本 部 職 名 職 名

１ 本 部 長 知 事

２ 副本部長 副 知 事

３ 委 員 政策推進担当部長

４ 〃 く らし ・環 境 部 長

５ 〃 スポーツ・文化観光部長

６ 〃 健 康 福 祉 部 長

７ 〃 経 済 産 業 部 長

８ 〃 教 育 長

９ 〃 警 察 本 部 長

番号 部 局 名 職 名

１ 政 策 推 進 局 総 合 政 策 課 長

２ くらし・環境部 企 画 政 策 課 長

３ 〃 県 民 生 活 課 長

４ 〃 くらし交通安全課長

５ 〃 男女共同参画課長

６ 〃 多 文 化 共 生 課 長

７ 〃 環 境 政 策 課 長

８ スポーツ・文化観光部 企 画 政 策 課 長

９ 〃 総 合 教 育 課 長

10 〃 大 学 課 長

11 〃 私 学 振 興 課 長

12 〃 スポーツ振興課長

13 健 康 福 祉 部 企 画 政 策 課 長

14 〃 地 域 福 祉 課 長

15 〃 こ ど も 未 来 課 長

16 〃 こ ど も 家 庭 課 長

17 〃 障 害 福 祉 課 長

18 〃 健 康 増 進 課 長

19 〃 薬 事 課 長

20 経 済 産 業 部 産 業 政 策 課 長

21 〃 労働雇用政策課長

22 〃 職業能力開発課長

23 教 育 委 員 会 教 育 政 策 課 長

24 〃 義 務 教 育 課 長

25 〃 高 校 教 育 課 長

26 〃 特別支援教育課長

27 〃 健 康 体 育 課 長

28 〃 社 会 教 育 課 長

29 警 察 本 部 少 年 課 長
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７ 静岡県子ども・若者支援ネットワーク設置

要綱

（設置）

第１ 困難を有する子ども・若者及びその家族

を支援するために、関係機関による実効性の

ある支援体制づくりを目的として、「静岡県子

ども・若者支援ネットワーク」（以下「ネット

ワーク」という。）を設置する。

第１の２ 子ども・若者育成支援推進法第19

条第１項に規定する「子ども・若者支援地域

協議会」については、ネットワークをもって

これにあてる。

（所掌事務）

第２ ネットワークは次に掲げる事項の連絡調

整及び協議を行う。

(1) 困難を有する子ども・若者及びその家族を

支援する機関相互の連携及び情報交換に関す

ること。

(2) 市町の「子ども・若者支援地域協議会」設

置及び市町の「子ども・若者育成支援につい

ての計画」策定のための支援に関すること。

(3) 前２号に掲げるもののほか、困難を有する

子ども・若者及びその家族の支援の推進に関

すること。

（組織）

第３ ネットワークに、会長及び委員を置く。

２ 会長は、社会教育課長をもって充てる。

３ 委員は、別表に掲げる機関において選出さ

れた者をもって充てる。

（会議）

第４ ネットワークは、会長が招集する。

２ 会長は、必要があると認めるときは、委員

以外の者の出席を求めることができる。

（事務局）

第５ ネットワークの事務局は社会教育課に置

く。

（その他）

第６ この要綱に定めるもののほか、ネットワ

ークの運営に関して必要な事項は、委員が協

議し別に定める。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。

別表

番号 部 局 名 課 名

１ くらし・環境部 県 民 生 活 課

２ 〃 多 文 化 共 生 課

３ スポーツ・文化観光部 総 合 教 育 課

４ 〃 私 学 振 興 課

５ 健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 課

６ 〃 こ ど も 家 庭 課

７ 〃 障 害 福 祉 課

８ 経 済 産 業 部 労 働 雇 用 政 策 課

９ 〃 職 業 能 力 開 発 課

10 教 育 委 員 会 義 務 教 育 課

11 〃 高 校 教 育 課

12 〃 特 別 支 援 教 育 課

13 〃 社 会 教 育 課

14 警 察 本 部 少 年 課
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